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様式１－１－３ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定総括表様式 

中期計画（中期目標） 年度評価 
項目別 

調書№ 

備

考 

 

 中期計画（中期目標） 年度評価 
項目別 

調書№ 

備

考 

 
 R4 

年度 

R5 

年度 

R6 

年度 

R7 

年度 

  R4 

年度 

R5 

年度 

R6 

年度 

R7 

年度 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 

 高速道路事業 Ｂ Ｂ Ｂ      １ 組織運営の効率化 

Ｂ Ｂ Ｂ  
Ⅱ-

1,2,3,4 
 

  １ 会社による管理の適正な水準の確保を通じた高速道路資産の適切

な保有及び貸付け 
 

  ２ 一般管理費の縮減 

① 高速道路資産の適正な把握、適切な保有及び貸付け Ｂ Ｂ Ｂ  Ⅰ-1-①    ３ 調達等合理化の取組の推進 

② 高速道路の安全性の向上 Ｂ Ｂ Ｂ  Ⅰ-1-②    ４ 業務評価の実施 

③アウトカム指標達成のための取組、指標の設定 Ｂ〇 Ｂ〇 Ａ〇  Ⅰ-1-③   Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

④ 料金水準や割引の見直し Ｂ Ｂ Ｂ  Ⅰ-1-④    １ 財務体質の強化 

Ｂ Ｂ Ｂ  
Ⅲ-

1,2,3,4 
 

⑤ 高速道路の更なる進化・改良 Ａ Ａ Ｂ  Ⅰ-1-⑤    ２ 予算 

２ 承継債務及び会社から引き受けた債務の早期の確実な返済    ３ 収支計画 

① 会社との協定の締結 

Ｂ Ａ Ｂ  
Ⅰ-2- 

①②③ 
 

  ４ 資金計画 

②貸付料  Ⅳ．短期借入金の限度額 
－ －   Ⅳ ※4 

③必要に応じた協定変更  

④適切な債務残高管理 Ｂ〇 Ｂ〇 Ｂ〇  Ⅰ-2-④   Ⅴ．不要財産又は不要財産となることが見

込まれる財産がある場合には、当該財

産の処分に関する計画 

Ｂ Ｂ Ｂ  Ⅴ  ⑤会社からの引受債務 Ｂ Ｂ Ｂ  Ⅰ-2-⑤   

⑥効率的な務返済のための資金調達 Ａ〇 Ａ〇 Ａ〇  Ⅰ-2-⑥   

３ 会社に対するスマートＩＣ等の整備及び首都高速道路又は阪神高

速道路の新設、改築又は修繕のための無利子貸付け 

４ 会社に対する災害復旧のための無利子貸付け 

Ｂ Ｂ Ｂ  Ⅰ-3,4  

 Ⅵ．Ⅴに規定する財産以外の重要な財産を

譲渡し、又は担保に供しようとすると

きは、その計画 

－ －   － ※4 

５ 高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用の

縮減を助長するための仕組み 
Ｂ Ｂ Ｂ  Ⅰ-5  

 Ⅶ．剰余金の使途 
－ －   － ※4 

６ 道路整備特別措置法に基づく道路管理者の権限の代行その他の業

務 
Ａ Ｂ Ｂ  Ⅰ-6  

 Ⅷ．その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

７ 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関す 

る特別措置法に規定する業務 
－ － － － － 

※2 

※3 

  １ 施設及び設備に関する計画 
－ －   － ※4 

９ 業務遂行に当たっての取組    ２ 業務の実施について 

Ｂ Ｂ Ｂ  

Ⅷ-

2,3,4,5,

6,7,8,10 

 

①高速道路事業の総合的なコストの縮減 Ｂ Ｂ Ｂ  Ⅰ-9-①    ３ 積極的な情報公開 

②高速道路の利用促進 Ｂ Ｂ Ｂ  Ⅰ-9-②    ４ 情報セキュリティ対策 

③利用者サービスの向上等 Ｂ Ｂ Ｂ  Ⅰ-9-③    ５ 内部統制について 

④調査・研究の実施 
Ｂ Ｂ Ｂ  Ⅰ-9-④  

  ６ 国及び出資地方公共団体並びに会社

との緊密な連携の推進 

⑤環境への配慮 Ｂ Ｂ Ｂ  Ⅰ-9-⑤    ７ 環境への配慮 

⑥デジタル化の推進 Ｂ Ｂ Ｂ  Ⅰ-9-⑥    ８ 危機管理 

鉄道事業 
Ｂ Ｂ Ｂ    

  １０ 機構法第２１条第３項に規定する

積立金の使途 

８ 本州四国連絡鉄道施設に係る業務 Ｂ Ｂ Ｂ  Ⅰ-8    ９ 人事に関する計画 Ｂ Ｂ Ａ  Ⅶ-9  

※１ 重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。                            ※３ 対象事象なし 
困難度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。                                 ※４ 該当なし 

※２ 令和４年度計画に記載なき項目                                                    ※５ 中期目標の項目を全て記載。なお、番号は令和４年度計画に基づき記載 
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業務実績等報告書様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―１―① 
高速道路事業 
１ 会社による管理の適正な水準の確保を通じた高速道路資産の適切な保有及び貸付け 
①高速道路資産の適正な把握、適切な保有及び貸付け 

業務に関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠 

（個別法条文など） 
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第 12 条第１項第１号 
高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 
 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年度値等） R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

  
R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

特になし        予算額（百万円） 4,153,928 3,817,666 3,481,450  

        決算額（百万円） 4,143,126 3,812,218 3,470,783  

        経常費用（百万円） 1,431,879 1,421,679 1,433,286  

        経常利益（百万円） 498,478 551,145 590,899  

        行政コスト（百万円） 1,432,100 1,424,529 1,433,402  

        従事人員数 84 83 83  

 注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
      

 

高速道路事業の評定：Ｂ（Ⅰ-１-

①～Ⅰ-９-⑥（Ⅰ-８は除く）） 

 

【項目別評定の算術平均】 

（Ａ４点×３項目＋Ａ４点×１項

目×２（重要度が高い項目のた

め）＋Ｂ３点×12 項目＋Ｂ３点

×２項目×２（重要度が高い項目

のため））÷（18 項目＋３項目）

＝3.2380952… 

⇒算術平均に最も近い評定は

「Ｂ」評定である。 

※算定にあたっては評定毎の点数

を、Ｓ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３

点、Ｃ：２点、Ｄ：１点とし、重

要度の高い３項目（項目別評定総

括表、項目別評定調書参照）につ

いては加重を２倍としている。 
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①機構は、高速道路に

係る道路資産の内容を

適正に把握した上で、

その保有及び貸付けを

適切に実施すること。 

①道路資産台帳を

作成し、これを適

切に更新すること

により、高速道路

に係る道路資産の

内容を適正に把握

した上で、その保

有及び貸付けを適

切に実施する。 

①道路資産台帳を

作成し、これを適

切に更新すること

により、高速道路

に係る道路資産の

内容を適正に把握

した上で、その保

有及び貸付けを適

切に実施する。 

＜評価の視点＞ 

・道路資産台帳につ

いて、会社と連携し

て、新設・改築等を

適切に更新し、道路

資産状況を適切に把

握しているか。 

 

＜主要な業務実績＞ 

１）高速道路資産の内容を適正に把握

するため、会社と連携して、新設、改

築等による変更内容が反映されるよう

道路資産台帳を適切に更新したほか、

路線ごとに延長、敷地面積、構造別延

長等を記載した台帳についても、内容

の変更が生じた都度、適切に確認を行

った。 

 

２）高速道路の供用区間延長は、新規

供用による増等が28.9㎞あったことよ

り 10,487 ㎞となった。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

・左記のとおり業

務を実施し、計画

を達成しているた

めＢとする。 

  

＜課題と対応＞ 

・特になし 

評定  
 

 
４．その他参考情報 
特になし   
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業務実績等報告書様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―１―② 
高速道路事業 
１ 会社による管理の適正な水準の確保を通じた高速道路資産の適切な保有及び貸付け 
②高速道路の安全性の向上 

業務に関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠 

（個別法条文など） 
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第１号 
高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 
 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年度値等） R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

  
R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

特になし        予算額（百万円） 4,153,928 3,817,666 3,481,450  

        決算額（百万円） 4,143,126 3,812,218 3,470,783  

        経常費用（百万円） 1,431,879 1,421,679 1,433,286  

        経常利益（百万円） 498,478 551,145 590,899  

        行政コスト（百万円） 1,432,100 1,424,529 1,433,402  

        従事人員数 84 83 83  

 注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 
 
 

②機構は、貸し付

けた道路資産が適

切に良好な状態に

保たれるように、

笹子トンネル天井

板崩落事故（平成

24年12月発生）後

の道路法改正等に

より、橋梁やトン

ネルなどの道路構

造物の定期点検が

全道路管理者に義

務化されたこと等

を踏まえ、国及び

会社と一体となっ

て、高速道路の老

朽化対策(特定更新

等工事等)を計画的

に推進するととも

に、耐震対策の早

期完了に向けて迅

速かつ確実に実施

すること。 

②貸し付けた道路

資産が適切に良好

な状態に保たれる

ように、笹子トン

ネル天井板崩落事

故（平成 24 年 12

月発生）後の道路

法改正等により、

橋梁やトンネルな

どの道路構造物の

定期点検が全道路

管理者に義務化さ

れたこと等を踏ま

え、国及び会社と

一体となって、強

靭で信頼性のある

ネットワークを構

築・機能維持する

ための取り組みと

して、高速道路の

老朽化対策(特定

更新等工事等)や

耐震対策、暫定２

②貸し付けた道路

資産が適切に良好

な状態に保たれる

ように、国及び会

社と一体となっ

て、強靱で信頼性

のあるネットワー

クを構築・機能維

持するための取り

組みとして、高速

道路の老朽化対策

(特定更新等工事

等)、暫定２車線

区間の４車線化対

策など計画的に推

進し、耐震対策の

早期完了に向けて

迅速かつ確実に実

施するとともに、

管理水準の向上を

図ることにより高

速道路の安全性を

一層向上させる。 

＜評価の視点＞ 

・高速道路の老朽化

対策、暫定２車線区

間の４車線化対策及

び耐震対策について

国及び会社と一体と

なって取り組んでい

るか。 

・高速道路の管理の

実施状況を把握し、

会社と連携し、会社

からの報告書を記載

内容の更なる充実を

図り、ホームページ

を通じて公表してい

るか。 

・実地確認等を通じ

て機構が把握した高

速道路の管理の実施

状況、老朽化対策や

耐震対策の進捗状況

等の情報について

は、全ての会社の高

＜主要な業務実績＞ 

１）特定更新等工事、耐震対策、暫定２

車線区間の４車線化対策 

・直近の労務単価等上昇分や現地条件の

変更に伴う事業費増嵩分を会社との協定

へ反映した。（３月） 

 

２）管理の報告書 

・令和５（2023）年度の管理の報告書

は、台風や豪雨災害への対応など、令和

５年度の特徴的な取り組みを取りまとめ

たダイジェスト版を作成するなどの充実

を図り、透明性の観点からホームページ

で公表した。（１月） 

 

３）管理の実地確認 

・各会社の本社において、計画管理費に

関する財源上の課題、管理行為全般の実

施状況、協定変更内容のフォローアップ

等について実地確認を行う（６～７月）

とともに、各会社の現場（各会社１事務

所）においても、活発的な議論となるよ

うあらかじめ設定したテーマに対する取

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
・左記のとおり業

務を実施し、計画

を達成しているた

めＢとする。 
 

＜課題と対応＞ 

・特になし 
 
 

評定  
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また、管理水準

の向上を図ること

により高速道路の

安全性を一層向上

させること。 
 

 

 

 

 

 

さらに、維持管

理・修繕・更新に

当たっては、国及

び会社 と連携し、

新技術を活用した

効率化やコスト縮

減を推進するとと

もに、ライフサイ

クルコストや持続

可能性などの観点

から、会社が実施

する高速道路の維

持 管理等のあり方

について検討を加

え、適切な見直し

を進めることによ

り、効率的な維持

管 理 等 を 図 る こ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車線区間の４車線

化対策など計画的

に推進し、耐震対

策の早期完了に向 
けて迅速かつ確実

に実施するととも

に、管理水準の向

上を図ることによ

り高速道路の安全

性を一層向上させ

る。  

さらに、維持管

理・修繕・更新に

当たっては、国及

び会社と連携し、

新技術を活用した

効率化やコスト縮

減を推進するとと

もに、ライフサイ

クルコストや 持続

可能性などの観点

から、会社が実施

する高速道路の維

持管理等のあり方

について検討を加

え、適切な見直し

を進めることによ

り、効率的な維持

管理等を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、維持管

理・修繕・更新に

当たっては、国及

び会社と連携し、

新技術を活用した

効率化やコスト縮

減を推進するとと

もに、ライフサイ

クルコストや持続

可能性などの観点

から、会社が実施

する高速道路の維

持管理等のあり方

について検討を加

え、適切な見直し

を進めることによ

り、効率的な維持

管理等を図る。 

また、会社にて

構造物の損傷に関

する新たな知見や

事象に対する更新

の必要性が 検討さ

れ、重大な損傷が

顕在化している箇

所の更新計画が取

りまとめられたこ

とを踏まえ、国及

び会社と連携して

適切な対応を図

る。 
加えて、高速道

路の管理の実施状

況を把握し、国民

や利用者にわかり

やすく伝えるた

め、会社と連携

し、会社から報告

速道路の管理等に適

切に反映されるよ

う、国及び全会社に

提供し情報の共有化

を図っているか。 

り組み内容のヒアリングを行うなどし

て、高速道路の維持、修繕その他の管理

の実施状況を確認した。（10～12月） 

 

・また、実地確認の結果が全ての会社の

高速道路の管理に適切に反映されるよ

う、会社が抱える課題とその解決方法、

工夫事例等を収集し、得られた情報の共

有化を図った。（３月） 
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なお、実地確認

等を通じて機構が

把握している高速

道路の管理の実施

状況、老朽化対策

や耐震対策の進捗

状況等の情報につ

いては、全ての会

社の高速道路の管

理等に適切に反映

されるよう、国及

び全会社に提供し

情報の共有化を図

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

なお、実地確認

等を通じて、機構

が把握している高

速道路の管理の実

施状況、老朽化対

策や耐震対策の進

捗状況等の情報に

ついては、全ての

会社の高速道路の

管理等に適切に反

映されるよう、国

及び全会社に提供

し情報の共有化を

図る。 

を受けている「維

持、修繕その他の

管理の報告書」の

記載内容の更なる

充実を図り、ホー

ムページを通じて

公表する。 

なお、実地確認

等を通じて機構が

把握した高速道路

の管理の実施状

況、老朽化対策や

耐震対策の進捗状

況等の情報につい

ては、全ての会社

の高速道路の管理

等に適切に反映さ

れるよう、引き続

き、国及び会社に

提供し情報の共有

化を図る。 

 
４．その他参考情報 
特になし   
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業務実績等報告書様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―１―③ 
高速道路事業 
１ 会社による管理の適正な水準の確保を通じた高速道路資産の適切な保有及び貸付け 
③アウトカム指標達成のための取組、指標の設定 

業務に関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第１号 
高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 

当該項目の重要度、困難度 

【重要度：高】 
アウトカム指標の適正な設定は、高速道路の安全性・利便性の向上に

対する各社の取組状況を分かりやすく高速道路利用者に伝えるととも
に、会社がこれを自らの経営指標として計画的に取り組むことを促すた
めに重要であるため。 

関連する政策評価・行政事業レビュー － 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間
最終年度値等） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 
  

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

特になし        予算額（百万円） 4,153,928 3,817,666 3,481,450  

        決算額（百万円） 4,143,126 3,812,218 3,470,783  

        経常費用（百万円） 1,431,879 1,421,679 1,433,286  

        経常利益（百万円） 498,478 551,145 590,899  

        行政コスト（百万円） 1,432,100 1,424,529 1,433,402  

        従事人員数 84 83 83  

 注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 ③機構と会社との

間で設定している

アウトカム指標に

ついて、機構がリ

ーダーシップを持

って、その達成が

適切になされるよ

う会社と連携しつ

つ取り組むととも

に、指標の設定に

際しての会社間の

考え方の統一、会

社の努力を可視化

で き る 指 標 の 設

定、高速道路を取

り巻く環境を踏ま

えた指標の組替え

に加え、中期的な

目標の見直しや新

たな設定などを通

③機構と会社との

間で設定している

アウトカム指標に

ついて、機構がリ

ーダーシップを持

って、その達成が

適切になされるよ

う会社と連携しつ

つ取り組むととも

に、指標の設定に

際しての会社間の

考え方の統一、会

社の努力を可視化

できる指標の設

定、高速道路を取

り巻く環境を踏ま

えた指標の組替え

に加え、中期的な

目標の見直しや新

たな設定などを通

③機構と会社との

間で設定している

アウトカム指標に

ついて、機構がリ

ーダーシップを持

って、新たな中期

的な目標を設定

し、その達成が適

切になされるよう

会社と連携しつつ

取り組むととも

に、指標の設定に

際しての会社間の

考え方の統一、会

社の努力を可視化

できる指標の設

定、高速道路を取

り巻く環境を踏ま

えた指標の組替え

に加え、会議を通

＜評価の視点＞ 

アウトカム指標につ

いて、高速道路の管

理水準を向上させ、

また、利用者に分か

りやすい指標になる

よう、会社間の考え

方の統一を図り、指

標の組替え、見直し

等、リーダーシップ

を持って取り組んで

いるか。 

＜主要な業務実績＞ 

１）アウトカム指標の改善（目標統一

化、指標の見直し）について検討する

ため、機構が主導して、高速会社、本

省との検討会を令和６年８月に設置

し、令和６年度は３回開催した。 

 

２）中期目標について、各施策の達成

すべきサービス水準等を踏まえて、機

構が統一的な目標値を設定する方針に

ついて、検討会の中で会社と調整し合

意を得た。 

 

３）検討会において、機構が主体とな

って指標の課題を整理し、改善案を会

社と連携して検討した。耐震補強及び

メンテナンスの施策について、関連指

標を充実した上で、令和６年12月に機

構ファクトブックにおいて公表した。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

 

アウトカム指標を

基軸とした機構・

会社の計画的な事

業推進、サービス

向上を図る観点か

ら、機構が主導し

て改善を検討し、

機構が統一的な中

期目標値を設定す

る方針を整えると

ともに、最新の施

策動向を踏まえた

一部指標の見直し

等を実施した。 

 

これらを踏まえて

Ａ評価とする。 

評定  
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じ、会社が自らの

経営指標として計

画的に取り組むこ

とを促し、高速道

路の管理水準を一

層向上させ、もっ

て高速道路利用者

に対するサービス

向上を図ること。 

 特に中期的な目

標については、中

期的なサービス水

準を示すととも

に、その進捗状況

を確認することな

どを通じて、適切

な維持管理の実

施、事故・渋滞対

策の推進、過積載

車両の取締りの強

化、ＳＡ・ＰＡに

おけるサービスの

向上等について、

会社による計画的

かつ実効的な事業

実施を確保するこ

と。 

じ、会社が自らの

経営指標として計

画的に取り組むこ

とを促し、高速道

路の管理水準を一

層向上させ、もっ

て高速道路利用者

に対するサービス

の向上を図る。 

特に中期的な目

標については、中

期的なサービス水

準を示すととも

に、その進捗状況

を確認することな

どを通じて、適切

な維持管理の実

施、事故・渋滞対

策の推進、過積載

車両の取締りの強

化、ＳＡ・ＰＡに

おけるサービスの

向上等について、

会社による計画的

かつ実効的な事業

実施を確保する。 

 

じ、会社が自らの

経営指標として計

画的に取り組むこ

とを促し、高速道

路の管理水準を一

層向上させ、もっ

て高速道路利用者

に対するサービス

の向上を図る。 

特に中期的な目

標については、中

期的なサービス水

準 を 示 す と と も

に、その進捗状況

を確認することな

どを通じて、適切

な 維 持 管 理 の 実

施、事故・渋滞対

策の推進、過積載

車両の取締りの強

化、ＳＡ・ＰＡに

おけるサービスの

向上等について、

会社による計画的

かつ実効的な事業

実施を確保する。 

 

 

＜課題と対応＞ 

・特になし 
 

 
４．その他参考情報 
特になし   
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業務実績等報告書様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―１―④ 
高速道路事業 
１ 会社による管理の適正な水準の確保を通じた高速道路資産の適切な保有及び貸付け 
④料金水準や割引の見直し 

業務に関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第１号 
高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 
 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間
最終年度値等） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 
  

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

特になし        予算額（百万円） 4,153,928 3,817,666 3,481,450  

        決算額（百万円） 4,143,126 3,812,218 3,470,783  

        経常費用（百万円） 1,431,879 1,421,679 1,433,286  

        経常利益（百万円） 498,478 551,145 590,899  

        行政コスト（百万円） 1,432,100 1,424,529 1,433,402  

        従事人員数 84 83 83  

 注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 ④高速道路の適切

な利用のため、料

金水準や割引につ

いては、これまで

の対応による影響

を検証しつつ、社

会状況の変化等も

踏まえ、他の交通

機関への影響も考

慮した上で、国及

び会社と連携して

必要に応じて柔軟

かつ多様な料金設

定となるよう見直

すこと。 

具体的には、企

画 割 引 に つ い て

は、観光振興や地

域活性化の観点か

ら更なる推進を図

るため、会社や関

係機関と連携しな

がら、会社が貸付

料の支払いに支障

④高速道路の適切

な利用のため、料

金水準や割引につ

いては、これまで

の対応による影響

を検証しつつ、社

会状況の変化等も

踏まえ、他の交通

機関への影響も考

慮した上で、国及

び会社と連携して

必要に応じて柔軟

かつ多様な料金設

定となるよう見直

す。 

具体的には、企

画 割 引 に つ い て

は、観光振興や地

域活性化の観点か

ら更なる推進を図

るため、会社や関

係機関と連携しな

がら、会社が貸付

料の支払いに支障

④高速道路の適切

な利用のため、料

金水準や割引につ

いては、これまで

の対応による影響

を検証しつつ、社

会状況の変化等も

踏まえ、他の交通

機関への影響も考

慮した上で、国及

び会社と連携して

必要に応じて柔軟

かつ多様な料金設

定となるよう見直

す。 

具体的には、企

画 割 引 に つ い て

は、観光振興や地

域活性化の観点か

ら更なる推進を図

るため、会社や関

係機関と連携しな

がら、会社が貸付

料の支払いに支障

＜評価の視点＞ 

料金水準や割引に

ついて、国や会社と

連携して必要に応じ

た検討・見直しを行

っているか。 

＜主要な業務実績＞ 

１）休日割引について、繁忙期等の渋

滞激化を踏まえ、令和４（2022）年度

より実施しているゴールデンウィー

ク、お盆及び年末年始を適用しないこ

とを継続したことに加えてシルバーウ

ィークについても適用しないことを実

施した。また、より効果的な観光需要

を喚起する必要があることを踏まえ、

土曜・日曜・祝日に集中している観光

需要を平準化する観点から、高速道路

観光周遊割引を平日のみの利用期間で

申込みのうえ利用した場合、販売価格

の最大 15％相当を還元するキャンペー

ンを継続して実施した。 

 

２）平日朝夕割引について、勤務形態

が多様化している状況や通勤時間帯の

一部高速道路が混雑している状況を踏

まえ、令和５（2023）年度より実施し

ている石川県を含めた全国６道県の各

エリアにおいてフリータイム通勤パス

割引の社会実験を実施するとともに翌

年度も継続することとした。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
・左記のとおり業

務を実施し、計画

を達成しているた

めＢとする。 
 
 

＜課題と対応＞ 

・特になし 

評定  
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が生じない範囲で

柔軟に運用できる

ように検討するこ

と。 

また、休日割引

等についても、交

通状況等を適切に

考慮し、会社と連

携して柔軟な運用

を検討すること。 

加えて、混雑状

況に応じた料金の

導入についても、

交通需要等の偏在

による混雑の緩和

を図る観点から、

会社と連携して適

切に検討を行うこ

と。 

が生じない範囲で

柔軟に運用できる

ように検討する。 

 

また、休日割引

等についても、交

通状況等を適切に

考慮し、会社と連

携して柔軟な運用

を検討する。 

加えて、混雑状

況に応じた料金の

導入についても、

交通需要等の偏在

による混雑の緩和

を図る観点から、

会社と連携して適

切に検討を行う。 

が生じない範囲で

柔軟に運用できる

ように検討する。 

 

また、休日割引

等についても、交

通状況等を適切に

考慮し、会社と連

携して柔軟な運用

を 検 討 す る 。 な

お、割引適用待ち

の車両滞留等の課

題を踏まえ深夜割

引の今後の運用に

ついては、会社と

連携して適切な対

応を図る。 

さらに、社会的

なニーズ等に合わ

せて、車両諸元や

高速道路の利用状

況が変化してきた

ことから、今後の

車種区分のあり方

について、会社と

連携して適切に検

討を行う。 

加えて、混雑状

況に応じた料金の

導入についても、

交通需要等の偏在

による混雑の緩和

を図る観点から、

会社と連携して適

切に検討を行う。 

 

３）観光振興や地域活性化の観点より

会社から届出のあった企画割引等につ

いて、内容及び貸付料の支払いに支障

が生じないことを確認した。 

 

４）深夜割引見直しについて、無謀な

運転の抑止策として割引適用時間帯の

走行距離に上限距離を設ける規定を協

定に反映した。 

 
４．その他参考情報 
特になし   
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業務実績等報告書様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―１―⑤ 
高速道路事業 
１ 会社による管理の適正な水準の確保を通じた高速道路資産の適切な保有及び貸付け 
⑤高速道路の更なる進化・改良 

業務に関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第１号 
高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 
 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間
最終年度値等） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 
  

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

特になし        予算額（百万円） 4,153,928 3,817,666 3,481,450  

        決算額（百万円） 4,143,126 3,812,218 3,470,783  

        経常費用（百万円） 1,431,879 1,421,679 1,433,286  

        経常利益（百万円） 498,478 551,145 590,899  

        行政コスト（百万円） 1,432,100 1,424,529 1,433,402  

        従事人員数 84 83 83  

 注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 ⑤機構は、引き続

き社会的な要請を

踏まえ、高速道路

の機能強化を図る

ため、会社と連携

して、強靱性の向

上、安全・安心の

確保及び快適性の

向上並びに持続可

能性の確保及び地

域活性化の促進の

観点において、高

速道路の更なる進

化・改良を進める

こと。 

なお、こうした

進化・改良や高速

道路の機能の保全

を進めるに当たっ

ては、ＳＡ・ＰＡ

における利便性向

上のニーズ、自動

運転などの高速道

路を取り巻く技術

⑤引き続き社会的

な要請を踏まえ、

高速道路の機能強

化を図るため、会

社と連携して、強

靱 性 の 向 上 、 安

全・安心の確保及

び快適性の向上並

びに持続可能性の

確保及び地域活性

化の促進の観点に

おいて、高速道路

の更なる進化・改

良を進める。 

 

なお、こうした

進化・改良や高速

道路の機能の保全

を進めるに当たっ

ては、ＳＡ・ＰＡ

における利便性向

上のニーズ、自動

運転などの高速道

路を取り巻く技術

⑤引き続き社会的

な要請を踏まえ、

高速道路の機能強

化を図るため、会

社と連携して、強

靱 性 の 向 上 、 安

全・安心の確保及

び快適性の向上並

びに持続可能性の

確保及び地域活性

化の促進の観点に

おいて、高速道路

の更なる進化・改

良を進める。 

 

なお、こうした

進化・改良や高速

道路の機能の保全

を進めるに当たっ

ては、ＳＡ・ＰＡ

における利便性向

上のニーズ、自動

運転などの高速道

路を取り巻く技術

＜評価の視点＞ 

高速道路の更なる

進化・改良に向け

て、関係機関と連携

して取り組んでいる

か。 

＜主要な業務実績＞ 

・ＳＡ・ＰＡにおける利用者サービス

の充実に向けて、令和５年12月に機構

が主体となって各社統一的に取りまと

めた『高速道路ＳＡ・ＰＡにおける利

便性向上に関する整備方針（以下、整

備方針）』に基づき、今年度は大型車

駐車マスの拡充・物流労働環境改善及

びカーボンニュートラル（ＥＶ充電器

等）整備促進を重点的に行った。 

 

・駐車マスの拡充等に要する土地の確

保及び物流労働環境改善に向けたシャ

ワー施設の整備を図ることを目的とし

て、既存の道路敷地と会社敷地を有効

活用するための実質的な土地交換の手

続きを会社と連携して実施した。 

（湾岸長島ＰＡ・土山ＳＡ、茨木千提

寺ＰＡ） 

 

・カーボンニュートラル（ＥＶ充電器

等）については、「充電インフラ整備

促進に向けた指針（令和５年10月経済

産業省）」において、高速道路への整

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
・左記のとおり業

務を実施し、計画

を達成しているた

めＢとする。 
 
 

＜課題と対応＞ 

・特になし 

評定  
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の進展、その他高

速道路に関係する

国が定める方針等

を踏まえつつ、将

来に必要な投資や

その負担のあり方

について、関係機

関と連携しなが

ら、検討し、適切

な対応に努めるこ

と。 

の進展、その他高

速道路に関係する

国が定める方針等

に基づき、将来に

必要な投資やその

負担のあり方につ

いて、関係機関と

連携しながら、検

討し、適切な対応

に努める。 

の進展を踏まえつ

つ、将来に必要な

投資やその負担の

あり方について、

関係機関と連携し

ながら、検討し、

適 切 な 対 応 を 図

る 。 こ れ ら 検 討

は、「高速道路Ｓ

Ａ・ＰＡにおける

利便性向上に関す

る整備方針」、「デ

ジタルライフライ

ン全国総合実現会

議」などが定める

方針などを踏まえ

進める。 

備目標が示されている中、令和６年４

月の道路法施行令の施行によりＥＶ充

電器が占用物件として明記されたこと

を踏まえ、ＳＡ・ＰＡにおける ＥＶ充

電施設に関する道路会社からの占用 申

請に応じて、法令等に基づき適切に対

処した。 

 

 

 
４．その他参考情報 
特になし   
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業務実績等報告書様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―２― ①②③ 
高速道路事業 
２ 承継債務及び会社から引き受けた債務の早期の確実な返済 
①②③会社との協定の締結 

業務に関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１３条第１項 
機構は、前条第一項の業務を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところに

より、会社と、全国路線網、地域路線網又は一の路線に属する高速道路（当該高速

道路について二以上の会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合にあ

っては、それぞれの会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う高速道路の

各部分。以下この項において同じ。）ごとに、次に掲げる事項をその内容に含む協

定（以下「協定」という。）を締結しなければならない。 
当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間
最終年度値等） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 
  

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

特になし        予算額（百万円） 4,153,928 3,817,666 3,481,450  

        決算額（百万円） 4,143,126 3,812,218 3,470,783  

        経常費用（百万円） 1,431,879 1,421,679 1,433,286  

        経常利益（百万円） 498,478 551,145 590,899  

        行政コスト（百万円） 1,432,100 1,424,529 1,433,402  

        従事人員数 84 83 83  

 注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 ①会社との協定の

締 結 に 当 た っ て

は 、 将 来 調 達 金

利、交通量、経済

動向等の見通しに

ついて十分に検討

するとともに、従

前の高速道路事業

の実施状況も踏ま

えつつ、適正な品

質や管理水準が確

保されることを前

提とした上で、高

速道路の新設、改

築、維持、修繕、

災害復旧その他の

管理の内容、貸付

料の額及び貸付期

間（協定の締結日

①会社との協定の

締 結 に 当 た っ て

は、関係機関の協

力を得て、将来調

達金利、交通量、

経済動向等の見通

しについて最新の

知見に基づき十分

に検討するととも

に、従前の高速道

路事業の実施状況

も踏まえつつ、適

正な品質や管理水

準が確保されるこ

とを前提とした上

で、高速道路の新

設、改築、維持、

修繕、災害復旧そ

の 他 の 管 理 の 内

①会社との協定の

締 結 に 当 た っ て

は、関係機関の協

力を得て、将来調

達金利、交通量、

経済動向等の見通

しについて最新の

知見に基づき十分

に検討するととも

に、従前の高速道

路事業の実施状況

も踏まえつつ、適

正な品質や管理水

準が確保されるこ

とを前提とした上

で、高速道路の新

設、改築、維持、

修繕、災害復旧そ

の 他 の 管 理 の 内

＜評価の視点＞ 

・協定変更にあたっ

て、会社が行う管理

の内容、貸付料の額

及び貸付期間、会社

が徴収する料金の額

及びその徴収期間、

債務引受限度額等を

適切に定めている

か。 

・会社から引き受け

た債務額と債務引受

限度額の乖離の要因

分析、その結果を踏

まえた設定方法の見

直し、今後の債務引

受限度額の設定への

反映が行われている

か。 

＜主要な業務実績＞ 

・実績の交通量・収入の状況を踏まえ

て、当面の交通量・収入を見直した。 

 

・金融政策の変更や直近の金利動向を

踏まえて、将来金利（４％）までの調

達金利を見直した。 

 

・当面の労務単価等上昇分を協定に反

映し、会社の適切な業務執行を支援し

た。（再掲） 

 

・ロードマップに基づく各会社のＥＴ

Ｃ専用化に要する費用を継続的に協定

に反映した。 

 

・令和５年12月の『高速道路ＳＡ・Ｐ

Ａにおける利便性向上に関する整備方

針』に基づく休憩施設の混雑対策に要

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
・左記のとおり業

務を実施し、計画

を達成しているた

めＢとする。 
 
 

＜課題と対応＞ 

・特になし 

評定  
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から起算して50年

以内）、会社が徴

収する料金の額及

びその徴収期間、

会社から引き受け

ることとなる債務

の 限 度 額 （ 以 下

「 債 務 引 受 限 度

額」という。）等

を定めること。 

 

 

 なお、更新等に

ついては、協定変

更時における点検

技術等を前提に、

国及び会社と連携

し、ライフサイク

ルコストの算出及

び推計を踏まえ必

要性及び合理性を

確認すること。 

また、債務引受

限度額は、事業費

の管理を適切に行

うことができる範

囲を単位として、

適正な額を設定す

るとともに、機構

が会社から債務を

引き受ける際、会

社から引き受けた

実際の債務の額と

債務引受限度額と

の乖離の要因分析

及びその結果を踏

まえた設定方法の

見直しの徹底に取

り組み、今後の債

務引受限度額の設

定に適切に反映す

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

容、貸付料の額及

び貸付期間（協定

の締結日から起算

して 50 年以内）、

会社が徴収する料

金の額及びその徴

収期間、会社から

引き受けることと

なる債務の限度額

（以下「債務引受

限度額」という。）

等を定める。 

 なお、更新等に

ついては、協定変

更時における点検

技術等を前提に、

国及び会社と連携

し、ライフサイク

ルコストの算出及

び推計を踏まえ必

要性及び合理性を

確認する。 

また、債務引受

限度額のうち新設

及び改築に係るも

のについては供用

予定区間を単位と

することを基本と

し、修繕に係るも

のについては修繕

時期及び施設の長

期的な健全性を考

慮して当該限度額

の 設 定 単 位 を 定

め、単位ごとに適

正 な 額 を 設 定 す

る。 

さらに、機構が

会社から債務を引

き受ける際、会社

から引き受けた実

際の債務の額と債

務引受限度額との

乖離の要因分析及

びその結果を踏ま

えた設定方法の見

直しの徹底に取り

組み、今後の債務

引受限度額の設定

容、貸付料の額及

び貸付期間（協定

の締結日から起算

して 50 年以内）、

会社が徴収する料

金の額及びその徴

収期間、会社から

引き受けることと

なる債務の限度額

（以下「債務引受

限度額」という。）

等を定める。 

なお、更新等に

ついては、協定変

更時における点検

技術等を前提に、

国及び会社と連携

し、ライフサイク

ルコストの算出及

び推計を踏まえ必

要性及び合理性を

確認する。 

また、債務引受

限度額のうち新設

及び改築に係るも

のについては供用

予定区間を単位と

することを基本と

し、修繕に係るも

のについては修繕

時期及び施設の長

期的な健全性を考

慮して当該限度額

の 設 定 単 位 を 定

め、単位ごとに適

正 な 額 を 設 定 す

る。 

さらに、機構が

会社から債務を引

き受ける際、会社

から引き受けた実

際の債務の額と債

務引受限度額との

乖離の要因分析及

びその結果を踏ま

えた設定方法の見

直しの徹底に取り

組み、今後の債務

引受限度額の設定

する費用を継続的に協定に反映した。 

 

・この他にスマートＩＣ事業化、料金

割引の継続、事業費の見直しを含め協

定を変更した。 

 



15 
 

 

 

 

②機構は、会社に

対する道路資産の

貸付けに係る貸付

料については、機

構が収受する占用

料その他の収入と

併せて、債務の返

済に要する費用等

を貸付期間内（協

定の締結日から起

算して50年以内）

に償うものとなる

よう定めること。 

その際、毎事業

年度の「全国路線

網」、「地域路線

網」、「一の路

線」ごとの貸付料

の額については、

それぞれの走行台

キロベースの交通

量、会社が徴収す

る料金収入及び高

速道路の管理費の

実績や将来の見通

しを勘案して定め

ること。 

また、計画管理

費が計画値と実績

値で乖離が発生し

た場合には、その

乖離についての要

因を分析し、維持

管理等に係る費用

の適正性を確認し

た上で、必要に応

じて協定変更をす

るなど適切な対応

を 取 る こ と に よ

り、適正な貸付料

の 算 定 を 図 る こ

と。 

 

③おおむね５年ご

とに、機構法第12

条第１項の業務の

に 適 切 に 反 映 す

る。 

 

②貸付料は、機構

が収受する占用料

その他の収入と併

せて、債務の返済

に要する費用等を

貸付期間内（協定

の締結日から起算

して 50 年以内）に

償うものとなるよ

う定める。 

また、毎事業年

度 の 「 全 国 路 線

網」、「地域路線

網 」 、 「 一 の 路

線」ごとの貸付料

の額は、それぞれ

の走行台キロベー

スの交通量を勘案

した会社が徴収す

る料金収入から高

速道路の管理費を

控除することによ

り算定することと

し、将来における

料金収入及び管理

費 を 見 通 し た 上

で、その計画値を

もって算出する。 

なお、計画管理

費が計画値と実績

値で乖離が発生し

た場合には、その

乖離についての要

因を分析し、維持

管理等に係る費用

の適正性を確認し

た上で、必要に応

じて協定変更をす

るなど適切な対応

を 取 る こ と に よ

り、適正な貸付料

の算定を図る。 

 

③おおむね５年ご

とに、独立行政法

人日本高速道路保

に 適 切 に 反 映 す

る。 

 

②貸付料は、機構

が収受する占用料

その他の収入と併

せて、債務の返済

に要する費用等を

機構の貸付期間内

（協定の締結日か

ら起算して 50 年以

内）に償うものと

なるよう定める。 

また、毎事業年

度 の 「 全 国 路 線

網」、「地域路線

網 」 、 「 一 の 路

線」ごとの貸付料

の額は、それぞれ

の走行台キロベー

スの交通量を勘案

した会社が徴収す

る料金収入から高

速道路の管理費を

控除することによ

り算定することと

し、将来における

料金収入及び管理

費 を 見 通 し た 上

で、その計画値を

もって算出する。 

なお、計画管理

費が計画値と実績

値で乖離が発生し

た場合には、その

乖離についての要

因を分析し、維持

管理等に係る費用

の適正性を確認し

た上で、必要に応

じて協定変更をす

るなど適切な対応

を 取 る こ と に よ

り、適正な貸付料

の算定を図る。 

 

③大規模な災害の

発生その他社会経

済情勢の重大な変
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実 施 状 況 を 勘 案

し、協定について

検討を加え、これ

を変更する必要が

あると認めるとき

又は大規模な災害

の発生その他社会

経済情勢の重大な

変更があり、これ

に対応して協定を

変更する必要があ

ると認められると

きは、債務の返済

等が確実かつ円滑

に行われるととも

に、高速道路の管

理が適正かつ効率

的 に 行 わ れ る よ

う 、 必 要 に 応 じ

て、適切な措置を

講ずること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、協定等の

変更があった場合

には、その内容、

理由等をわかりや

すく公表し、透明

性の確保及び国民

に対する説明責任

を果たすこと。 

 

有・債務返済機構

法（平成 16 年法律

第 100 号。以下

「 機 構 法 」 と い

う。）第 12 条第１

項の業務の実施状

況を勘案し、協定

について検討を加

え、これを変更す

る必要があると認

めるとき、又は大

規模な災害の発生

その他社会経済情

勢の重大な変化が

あり、これに対応

して協定を変更す

る必要があると認

めるときは、債務

の返済等が確実か

つ円滑に行われる

とともに、高速道

路の管理が適正か

つ効率的に行われ

るよう、必要に応

じて、会社と協議

の上、協定を変更

する。 

その際、債務の

返済等が確実かつ

円滑に行われるこ

との担保と、強靭

で信頼性のあるネ

ットワークの構

築・機能維持や高

速道路の管理が適

正かつ効率的に行

われるような投資

規模の確保の両立

を図る。 

なお、長期的な

資金収支の見通し

の観点から効率的

な債務返済に支障

が無いことを確認

する。協定変更に

当たっては、高速

道 路 の 新 設 、 改

築、維持、修繕、

災害復旧その他の

化があり、これに

対応して協定を変

更する必要がある

と認めるときは、

債務の返済等が確

実かつ円滑に行わ

れるとともに、高

速道路の管理が適

正かつ効率的に行

われるよう、必要

に応じて、会社と

協議の上、協定を

変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その際、債務の

返済等が確実かつ

円滑に行われるこ

との担保と、強靭

で信頼性のあるネ

ットワークの構

築・機能維持や高

速道路の管理が適

正かつ効率的に行

われるような投資

規模の確保の両立

を図る。 

なお、長期的な

資金収支の見通し

の観点から効率的

な債務返済に支障

が無いことを確認

する。協定変更に

当たっては、高速

道路の新設、改

築、維持、修繕、

災害復旧その他の
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管理の内容、貸付

料の額及び貸付期

間、会社が徴収す

る料金の額及びそ

の徴収期間、債務

引受限度額等の見

直しその他の措置

を講ずる。 

さらに、これに

基づき、業務実施

計画（機構法第 14

条第１項に規定す

る業務実施計画を

いう。以下同じ。）

を見直す。 

 

 

 

 

 

 

また、貸付料の

額又は会社が徴収

する料金の額が、

機構法第 17 条に規

定する貸付料の額

の基準又は道路整

備特別措置法（昭

和 31 年法律第 7

号 。 以 下 「 措 置

法」という。）第23

条に規定する料金

の額の基準に適合

しなくなったと認

める場合その他の

業務等の適正かつ

円滑な実施に重大

な支障が生ずるお

それがある場合に

おいても、必要に

応じて、会社と協

議の上、協定を変

更するなど、適切

な措置を講ずる。 

なお、協定等の

変更があった場合

には、その内容、

理由等をわかりや

すく公表し、透明

管理の内容、貸付

料の額及び貸付期

間、会社が徴収す

る料金の額及びそ

の徴収期間、債務

引受限度額等の見

直しその他の措置

を講ずる。 

 さらに、これに

基づき、業務実施

計画（独立行政法

人日本高速道路保

有・債務返済機構

法（平成 16年法律

第 100 号。以下

「機構法」とい

う。）第 14 条第１

項に規定する業務

実施計画をいう。

以下同じ。）を変

更する。 

また、貸付料の

額又は会社が徴収

する料金の額が、

機構法第 17条に規

定する貸付料の額

の基準又は道路整

備特別措置法（昭

和 31 年法律第 7

号。以下「措置

法」という。）第

23 条に規定する料

金の額の基準に適

合しなくなったと

認める場合その他

の業務等の適正か

つ円滑な実施に重

大な支障が生ずる

おそれがある場合

においても、必要

に応じて、会社と

協議の上、協定を

変更するなど、適

切な措置を講ず

る。 

なお、協定等の

変更があった場合

には、その内容、

理由等をわかりや



18 
 

性の確保及び国民

に対する説明責任

を果たす。 

すく公表し、透明

性の確保及び国民

に対する説明責任

を果たす。 

 

４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―２―④ 
高速道路事業 
２ 承継債務及び会社から引き受けた債務の早期の確実な返済 
④適切な債務残高管理 

業務に関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第２号 
承継債務の返済（返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。）を行

うこと。 
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第３号 
次条第一項に規定する協定に基づき会社が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復

旧に要する費用に充てるために負担した債務を引き受け、当該債務の返済（返済の

ための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。）を行うこと。 

当該項目の重要度、困難度 

【重要度：高】 
適切に債務残高の管理を行い、有利子債務の早期の確実な返済に努め

ることが、民営化の基本的枠組みにおける目的の１つである｢道路関係四
公団合計で約 40 兆円に上る有利子債務を一定期間内に確実に返済｣する
上で重要であるため。 

関連する政策評価・行政事業レビュー － 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間
最終年度値等） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 
  

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

【指標】 
有利子債務残高（※１） － 26.3 兆円 25.7 兆円 24.8 兆円 24.1 兆円  

 予算額（百万円） 4,153,928 3,817,666 3,481,450  

 決算額（百万円） 4,143,126 3,812,218 3,470,783  

【指標】 
目標期間中の債務返済額 
（※２） 

－ 6.5 兆円 1.8 兆円 1.8 兆円 1.9 兆円  

 経常費用（百万円） 1,431,879 1,421,679 1,433,286  

 経常利益（百万円） 498,478 551,145 590,899  

        行政コスト（百万円） 1,432,100 1,424,529 1,433,402  

        従事人員数 84 83 83  

※１ 現金預金、未収金、未払金等を考慮した債務残高（業務実施計画ベース）、※２ 収入と支出の収支差、基準値は中期目標策定時の令和４年度～令和７年度累計値 注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 ④機構は、承継債

務及び会社から引

き受けた債務の早

期の確実な返済を

実施するため、債

務返済の見通しに

ついて、できる限

り 定 量 的 に 把 握

し、特定更新等工

事に係る債務をそ

の他の債務と区分

した上で常時適切

な債務の残高の管

理に努めるととも

に、次に掲げる点

④承継債務及び会

社から引き受けた

債務の早期の確実

な返済を実施する

ため、金利、交通

量等の変動を常時

注視し、債務返済

の見通しについて

できる限り定量的

に把握することを

通じて、特定更新

等工事に係る債務

をその他の債務と

区分した上で適切

な債務の残高の管

④承継債務及び会

社から引き受けた

債務の早期の確実

な返済を実施する

ため、金利、交通

量等の変動を常時

注視し、債務返済

の見通しについて

できる限り定量的

に把握することを

通じて、特定更新

等工事に係る債務

をその他の債務と

区分した上で適切

な債務の残高の管

＜主な定量的指標＞ 

・有利子債務残高 

・目標期間中の債務

返済額 

 

＜評価の視点＞ 

・債務残高の管理を

適切に行っている

か。 

 

・長期的な資金収支

の見通しを踏まえた

債券の発行年限の設

定や資産帰属計画の

活用といった資金収

＜主要な業務実績＞ 

・高速道路の利用動向や金利動向の把

握、交通量や料金収入に影響を与える

要因の分析を行うなど、債務返済の見

通しについてできる限り定量的に把握

することを通じて、適切な債務の残高

の管理に努めた。 

 

・特定更新等工事に係る債務をその他

の債務と区分した協定変更を行い、適

切な債務の残高の管理に努めた。（８

月、３月） 

 

・業務実施計画においては、貸付料収

入が計画値を1,323億円（6％）上回る

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
・左記のとおり業

務を実施し、計画

を達成しているた

めＢとする。 
 
 

＜課題と対応＞ 

・特になし 

評定  
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に留意すること。 

 

（指標） 

・有利子債務残高 

・目標期間中の債

務返済額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）全国路線網に

属 す る 高 速 道 路

（機構法第 13 条第

２項に規定する全

国路線網に属する

高速道路をいう。

以下同じ。）に係る

有利子債務につい

ては、毎事業年度

末における機構の

債務の残高が民営

化時点における承

継債務の総額を上

理に努めるととも

に 、 次 の １ ） ～

５）に掲げる点に

留意する。 

また、中期目標

期間に会社から引

き受ける有利子債

務額 8.2 兆円を含

め、当該期間の期

末時点における機

構の有利子債務残

高は 28.2 兆円（中

期目標期間の期首

時点における業務

実 施 計 画 の 計 画

値）となることを

見込んでおり、貸

付料及び占用料そ

の他の収入の確保

を図り、一方で、

国民負担の最小化

を図るため、安定

的に低利での円滑

な資金調達に努め

るとともに、長期

的な資金収支の見

通しを踏まえた債

券の発行年限の設

定や資産帰属計画

の活用といった資

金収支マネジメン

トによる効率的な

返済などにより、

徹底した業務コス

ト の 縮 減 を 進 め

る。 

１）全国路線網に

属 す る 高 速 道 路

（機構法第 13 条第

２項に規定する全

国路線網に属する

高速道路をいう。

以下同じ。）に係る

有利子債務につい

ては、毎事業年度

末における機構の

債務の残高が民営

化時点における承

継債務の総額を上

理に努めるととも

に 、 次 の １ ） ～

３）に掲げる点に

留意する。 

また、令和６年

度に会社から引き

受ける有利子債務

額 3.5 兆円を含

め、令和６年度末

時点における機構

の有利子債務残高

は26.9兆円（令和

６年度の期首時点

における業務実施

計画の計画値）と

なることを見込ん

でおり、貸付料及

び占用料その他の

収入の確保を図

り、一方で、国民

負担の最小化を図

るため、安定的に

低利での円滑な資

金調達に努めると

ともに、長期的な

資金収支の見通し

を踏まえた債券の

発行年限の設定や

資産帰属計画の活

用といった資金収

支マネジメントに

よる効率的な返済

などにより、徹底

した業務コストの

縮減を進める。 

 

１）全国路線網に

属 す る 高 速 道 路

（機構法第13 条第

２項に規定する全

国路線網に属する

高速道路をいう。

以下同じ。）に係る

有利子債務につい

ては、令和６年度

末における機構の

債務の残高が民営

化時点における承

継債務の総額を上

支マネジメントが行

えているか。 

２兆 2,023 億円、債務返済額（収支

差）は１兆 8,640 億円、会社からの債

務引受額（有利子債務分）が計画を２

兆7,131億円（69％）下回る１兆2,144

億円となったことなどから、令和６

（2024）年度末時点における有利子債

務残高は、計画値26兆 7,760億円に対

して 24 兆 1,073 億円となった。 

※債務引受額が計画を下回った要因と

しては、主に供用時期の見直し等によ

るものである。 

 

・東日本高速道路株式会社及び中日本

高速道路株式会社（新規）の「道路資

産帰属計画」を国土交通大臣に申請

し、認可を得た。 

効果的な債務残高管理・効率的な資

金調達につながる債務償還及び資金調

達の平準化に資する「道路資産帰属計

画」による債務引受に継続的に取り組

んだ。 

 

１）２）全国路線網、首都高速道路、

阪神高速道路に係る令和６（2024）年

度末における機構の有利子債務残高

は、いずれも民営化時点における承継

債務の総額を下回った。 

 

３）業務実施計画の対象となる高速道

路ごとの債務（全国路線網に属する高

速道路にあっては、ＮＥＸＣＯ３社及

び本四会社から徴収する貸付料を充て

て返済を行う債務の額を会社ごとに試

算した額）返済の令和６（2024）年度

期首における達成状況を把握し、計

画、実績及びその差を差異の理由を付

して、透明性の観点から記者発表及び

ホームページにより公表した。（８

月） 
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回らないこと。 

２）首都高速道路

（高速道路株式会

社法（平成16 年法

律第 99 号。以下

「道路会社法」と

いう。）第５条第２

項第２号に定める

高速道路をいう。

以下同じ。）及び阪

神高速道路（道路

会社法第５条第２

項第５号に定める

高速道路をいう。

以下同じ。）に係る

それぞれの有利子

債務については、

毎事業年度末にお

ける機構の債務の

残高が民営化時点

における承継債務

の総額を極力上回

らないよう努める

こと。 

３）各会社が高速

道路の新設、改築

等に要する費用に

充てるために負担

した債務について

機構が各会社から

引き受ける額（機

構法第12 条第１項

第５号又は第８号

の規定による無利

子貸付けにより行

う災害復旧に要す

る費用に係るもの

を除く。）は、それ

ぞれ各会社から徴

収する貸付料を充

てて返済すること

ができる範囲内で

あること。 

４）全国路線網に

属する高速道路に

あっては、東日本

高 速 道 路 株 式 会

社、中日本高速道

路株式会社、西日

回らないこと。 

２）首都高速道路

（高速道路株式会

社法（平成 16 年法

律第 99 号。以下

「道路会社法」と

いう。）第５条第２

項第２号に定める

高速道路をいう。

以下同じ。）及び阪

神高速道路（道路

会社法第５条第２

項第５号に定める

高速道路をいう。

以下同じ。）に係る

それぞれの有利子

債務については、

毎事業年度末にお

ける機構の債務の

残高が民営化時点

における承継債務

の総額を極力上回

らないよう努める

こと。 

３）各会社が高速

道路の新設、改築

等に要する費用に

充てるために負担

した債務について

機構が各会社から

引き受ける額（機

構法第 12 条第１項

第５号又は第８号

の規定による無利

子貸付けにより行

う災害復旧に要す

る費用に係るもの

を除く。）は、それ

ぞれ各会社から徴

収する貸付料を充

てて返済すること

ができる範囲内で

あること。 

４）全国路線網に

属する高速道路に

あっては、東日本

高 速 道 路 株 式 会

社、中日本高速道

路株式会社、西日

回らないこと。 

２）首都高速道路

（高速道路株式会

社法第５条第２項

第２号に定める高

速道路をいう。以

下同じ。）及び阪神

高速道路（道路会

社法第５条第２項

第５号に定める高

速道路をいう。以

下同じ。）に係るそ

れぞれの有利子債

務については、令

和６年度末におけ

る機構の債務の残

高が民営化時点に

おける承継債務の

総額を極力上回ら

ないよう努めるこ

と。 
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本高速道路株式会

社及び本州四国連

絡高速道路株式会

社から徴収する貸

付料を充てて返済

を行う債務の額を

会 社 ご と に 試 算

し、各会社から徴

収する貸付料を充

てて行われるそれ

ぞれの返済の達成

状況を把握し、そ

の内容を公表する

こととし、各会社

の経営責任の明確

化を図ること。 

５）全国路線網に

属する高速道路以

外の高速道路にあ

っては、業務実施

計画（機構法第 14

条第１項に規定す

る業務実施計画を

いう。）の対象とな

る高速道路ごとの

債務について、各

会社から徴収する

貸付料を充てて行

われるそれぞれの

返済の達成状況を

把握し、その内容

を公表することと

し、各会社の経営

責任の明確化を図

ること。 

本高速道路株式会

社及び本州四国連

絡高速道路株式会

社から徴収する貸

付料を充てて返済

を行う債務の額を

会 社 ご と に 試 算

し、各会社から徴

収する貸付料を充

てて行われるそれ

ぞれの返済の達成

状況を把握し、そ

の内容を公表する

こと。 

 

 

５）全国路線網に

属する高速道路以

外の高速道路にあ

っては、業務実施

計画の対象となる

高速道路ごとの債

務について、各会

社から徴収する貸

付料を充てて行わ

れるそれぞれの返

済の達成状況を把

握し、その内容を

公表すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）業務実施計画

の対象となる高速

道 路 ご と の 債 務

（全国路線網に属

する高速道路にあ

っては、東日本高

速道路株式会社、

中日本高速道路株

式会社、西日本高

速道路株式会社及

び本州四国連絡高

速道路株式会社か

ら徴収する貸付料

を充てて返済を行

う債務の額を会社

ご と に 試 算 し た

額）について、各

会社から徴収する

貸付料を充てて行

われるそれぞれの

返済の達成状況を

把握し、その内容

を公表すること。 

 
４．その他参考情報 
特になし   
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業務実績等報告書様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―２―⑤ 
高速道路事業 
２ 承継債務及び会社から引き受けた債務の早期の確実な返済 
⑤会社からの引受債務 

業務に関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１５条第１項 
機構は、高速道路に係る道路資産が道路整備特別措置法第五十一条第二項から第四

項 までの規定により機構に帰属する時において、前条第一項の認可を受けた業務実

施計画（同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以

下「認可業務実施計画」という。）に定められた機構が会社から引き受ける新設、

改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、会社が当該

高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債

務を引き受けなければならない。 
当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間
最終年度値等） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 
  

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

特になし        予算額（百万円） 4,153,928 3,817,666 3,481,450  

        決算額（百万円） 4,143,126 3,812,218 3,470,783  

        経常費用（百万円） 1,431,879 1,421,679 1,433,286  

        経常利益（百万円） 498,478 551,145 590,899  

        行政コスト（百万円） 1,432,100 1,424,529 1,433,402  

        従事人員数 84 83 83  

 注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 ⑤ 機構が、会社

から引き受ける債

務の額は、対象と

なる道路資産に対

し、適正なもので

あるとともに、道

路資産を機構に帰

属させる場合に

は、当該資産の内

容の確認を適正に

実施すること。 

 

⑤ 会社から引き

受ける債務の額

は、対象となる道

路資産に対し、適

正なものであると

ともに、道路資産

を機構に帰属させ

る場合には、当該

資産の内容の確認

を適正に実施す

る。 

 

⑤ 会社から引き

受 け る 債 務 の 額

は、対象となる道

路資産に対し、適

正なものであると

ともに、道路資産

を機構に帰属させ

る場合には、当該

資産の内容の確認

を 適 正 に 実 施 す

る。 

＜評価の視点＞ 

会社からの債務の

引き受け額は、対象

となる道路資産に対

して適正なものか。 

＜主要な業務実績＞ 

１）令和５（2023）年度に債務引受の

あった高速道路の新設、改築、修繕、

災害復旧事業及び特定更新等工事につ

いて、当該年度における各事業の債務

引受限度額と債務引受額の差額とその

理由を透明性の観点から記者発表する

とともにホームページにより公表し

た。（８月） 

 

２）令和６（2024）年度の債務引受

（有利子債務及び無利子債務）につい

て、12,190 億円（新設・改築 2,196 億

円、修繕 5,230 億円、災害復旧 169 億

円、特定更新等工事 4,595 億円）の債

務引受契約を行った。会社から債務を

引き受ける際には、平成 17（2005）年

10 月に各会社と締結した「高速道路資

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

・左記のとおり業

務を実施し、計画

を達成しているた

めＢとする。 

  

＜課題と対応＞ 

・特になし 

評定  
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産の機構への帰属・債務の引受の運用

について」に基づき作成された事業費

内訳等の書類により、引受額が適正な

額であることを確認するとともに、資

産管理作業マニュアルに基づき、チェ

ックシートを活用しつつ、書類、現地

の写真等により道路資産の内容を適切

に確認した。 

 

３）月次資産データについて、資産管

理作業マニュアルに基づき、内容を確

認した。 

 

４）道路資産について、機構保有承継

資産の現地確認実施マニュアルに基づ

き、計画どおり14箇所の現地確認を実

施した。 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―２―⑥ 
高速道路事業 
２ 承継債務及び会社から引き受けた債務の早期の確実な返済 
⑥効率的な債務返済のための資金調達 

業務に関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第２２条第１項 
機構は、第十二条第一項第二号及び第三号に規定する業務に必要な費用に充てるた

め、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本高速道路保有・債務

返済機構債券（以下この章において「債券」という。）を発行することができる。 

当該項目の重要度、困難度 
【重要度：高】 

民営化の基本的枠組みにおける目的の１つである｢道路関係四公団合計
で約 40 兆円に上る有利子債務を一定期間内に確実に返済｣を遂行するた
めには、できる限り支払利子の圧縮に努める必要があるため。 

関連する政策評価・行政事業レビュー － 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間
最終年度値等） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 
  

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

特になし        予算額（百万円） 4,153,928 3,817,666 3,481,450  

        決算額（百万円） 4,143,126 3,812,218 3,470,783  

        経常費用（百万円） 1,431,879 1,421,679 1,433,286  

        経常利益（百万円） 498,478 551,145 590,899  

        行政コスト（百万円） 1,432,100 1,424,529 1,433,402  

        従事人員数 84 83 83  

 注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 ⑥債務返済に係る

借換資金等の資金

調 達 に 当 た っ て

は、長期的な観点

から、将来の借換

えに伴う金利上昇

リスクの軽減や効

率的な債務返済を

継続的に行うため

の適切な調達年限

の設定や調達手段

の選定を行うこと

により、支払利子

の圧縮に努めるこ

と。 

 

 

 

⑥債務返済に係る

借換資金等の資金

調達に当たって

は、長期的な資金

収支を見通し、将

来の借換えに伴う

金利上昇リスクの

軽減や効率的な債

務返済を継続的に

行うための適切な

調達年限の設定や

調達手段の選定を

行うことに加え、

積極的なＩＲ活動

を通じた市場との

対話によって投資

家の維持拡大に努

めるなど市場との

⑥債務返済に係る

借換資金等の資金

調達に当たって

は、長期的な資金

収支を見通し、将

来の借換えに伴う

金利上昇リスクの

軽減や効率的な債

務返済を継続的に

行うための適切な

調達年限の設定や

調達手段の選定を

行うことに加え、

積極的なＩＲ活動

を通じた市場との

対話によって投資

家の維持拡大に努

めるなど市場との

＜評価の視点＞ 

・市場環境を踏ま

え、必要資金を安定

的かつ確実に調達で

きているか。 

・適切な調達年限の

設定や調達手段の選

定を行っているか。 

・会社と資産帰属計 

画の活用や会社発 

行債券の発行年限 

等の調整が行われ 

ているか。 

＜主要な業務実績＞ 

１）令和６（2024）年度は、将来の長

期的な資金収支の見通しに基づき、①

効率的な債務返済の観点から資金調達

需要の谷を埋めるとともに、②各年度

の資金調達需要を平準化させるよう発

行計画を策定することで将来の金利動

向による支払利子への影響の軽減を図

った。 
また、金利上昇局面に際し、将来の

資金収支の見通しとも整合するよう超

長期債の発行を計画し、将来の借換え

時における金利上昇リスクの軽減を図

った。 
上記に加え、令和７（2025）年度予

算については、各会社とも調整・協力

し従来よりも精緻な長期的な資金収支

見通しや収入増加の見込を踏まえて要

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

・長期的な資金収

支の見通しを踏ま

え、各会社とも調

整・協力し各年度

の資金調達需要の

谷を埋めることを

達成したほか、月

次の償還額につい

ても平準化を行う

など、金利上昇リ

スクの軽減や効率

的な債務返済を進

めた。 

 

・積極的なＩＲ活

動等により、68 件

評定  
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さらに、資産帰

属計画の活用や会

社発行債券の発行

年限等の調整を行

うため、会社との

資金調達に関する

情報共有及び共通

課題の検討等を実

施すること。 

 

リレーション等を

確保し、資金調達

力を維持すること

により、支払利子

の圧縮に努める。 

さらに、資産帰

属計画の活用や会

社発行債券の発行

年限等の調整を行

うため、会社との

資金調達に関する

情報共有及び共通

課題の検討等を実

施する。 

 

リレーション等を

確保し、資金調達

力を維持すること

により、支払利子

の圧縮に努める。 

さらに、資産帰

属計画の活用や会

社発行債券の発行

年限等の調整を行

うため、会社との

資金調達に関する

情報共有及び共通

課題の検討等を実

施する。 

 

調達額を見積もったうえで、金利上昇

を受けた市場の動向への対応を意図

し、超長期年限を減らし中期年限を増

やして全体の平均調達年限を短期化す

ることで環境に応じた調達年限のバラ

ンスを柔軟に計画した。 
  
２）また、機構と会社で連絡会議を開

催し、会社債務も考慮した債務償還の

平準化への取組みを推進した。供用前

であっても国交省の認可を受けて部分

的に道路資産（債務）を引き受けるこ

とができる道路資産帰属計画の活用

（令和６年12月に横浜環状南線を対象

に 138 億円（ＮＥＸＣＯ東日本）を引

き受け、令和７年度からは対象会社を

ＮＥＸＣＯ東日本にＮＥＸＣＯ中日本

を加えて２社に拡充させることとし、

令和７年３月に東京外環道を対象に

523 億円申請・認可を実施（令和７年

度引受予定））を進め各年度の資金需

要の平準化に努めたほか、従来の債券

発行の年限調整に加えて、効率的な資

金繰りのため、債券の償還月を分散し

て設定することにより月次の債務償還

の平準化を引き続き進めた。 
  
３）令和６（2024）年度のＩＲにおい

ては、ソーシャルボンドへの関心を示

す投資家の一層の取込みのため、リピ

ート購入の働きかけや、投資家需要に

応じたオッド年限の提案など戦略的か

つ積極的なＩＲ活動を実施した。これ

により68件（中央、地方銀行、地方公

共団体、諸法人等）の新規投資家を獲

得したほか、投資家需要を精緻に把握

し、超長期年限での起債のうち約 28％

（440 億円）を複数のオッド年限で発

行することで、基軸年限だけでの発行

による需給悪化及びそれに伴う調達条

件の悪化を引き起こすことなく必要額

の調達を行い、安定的な資金調達に貢

献した。 

４）巨額の資金調達を確実かつ安定的

に調達するための仕組みとして、財投

機関債については、従来の平準的な調

達を意識しつつも、認可申請額以内か

つそれ以上低い利率では保守的な計画

額を満たせないぎりぎりの水準の利率

の新規投資家を獲

得し、資金調達力

の向上を図ったほ

か、オッド年限の

発行など投資家需

要に基づくきめ細

やかな起債運営を

行い、安定的に資

金 調 達 を 実 施 し

た。 

  

・超過需要に応じ

た財投機関債の増

額発行を行い、年

度前半に調達を柔

軟に進捗させたこ

とで、年度後半の

厳しい市場環境に

おいても、条件を

大幅に悪化させず

に起債を継続する

など、安定的に巨

額の資金調達を完

遂した。 

  

これらを踏まえて

Ａ評価とする。 

 

＜課題と対応＞ 

・特になし 
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を前提に、需要に応じて発行額の増額

を可能とする柔軟な起債運営を活用し

た。これにより年度前半では追加のコ

スト負担が不要な範囲で調達額を増や

すことができただけでなく、年度後半

では需要が減退し想定していた金額を

集めるには困難な環境においても追加

で金利を上乗せして需要を集めるとい

った消耗戦を避けることができ、安定

的に巨額の資金調達を完遂した。政府

保証10年債については、令和元年度以

来となるシ団方式での発行により、投

資家層を拡大し、安定的な資金調達を

行った。また、投資家にとっての予見

可能性を高め、安定的に投資計画に組

み込んでもらうため、資金調達スケジ

ュールを公表し、政府保証債について

は年間の発行予定をウェブサイトで公

表し、財投機関債については四半期毎

に発行予定を証券会社を通じて周知し

た。 
また、巨額の資金調達・債務返済を

行う機構において債務返済の確実性を

向上させるため、外部専門家の知見も

活用し、債務管理におけるリスク管

理・分析手法の高度化に関する検討を

開始した。 
５）手元現金及び預金の保有量につい

ては、各月の収支を把握・管理しなが

ら、年間３兆円を超える債務返済費の

支出を遅滞なく確実に行える必要な金

額を設定している。令和６（2024）年

度は、収支の変更に対応して資金調達

額を変更するなど資金計画の見直しを

適宜実施することで、手元現金及び預

金 の 保 有 量 を 調 整 し た 。 令 和 ７

（2025）年度についても、より精緻な

検証を行い、必要に応じて資金計画を

見直すことにより、必要以上の手元現

金及び預金を保持せず、債務残高を抑

えるように努めていく。 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 
 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ―３、４ 高速道路事業  

３ 会社に対するスマートＩＣ等の整備及び首都高速道路又は阪神高速道路の新設、改築又は修繕のための無利子貸付け 
４ 会社に対する災害復旧のための無利子貸付け 

業務に関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第４号 
首都高速道路（道路会社法第五条第二項第二号 に定める高速道路をいう。以下同
じ。）の新設若しくは改築に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとし
て政府若しくは政令で定める地方公共団体から受けた出資金又は阪神高速道路（同
項第五号 に定める高速道路をいう。以下同じ。）の新設若しくは改築に要する費用
に充てる資金の一部に充てるべきものとして政府若しくは政令で定める地方公共団
体から受けた出資金を財源として、それぞれ、首都高速道路株式会社又は阪神高速
道路株式会社に対し、首都高速道路又は阪神高速道路の新設又は改築に要する費用
の一部を無利子で貸し付けること。 
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第５号 
国から交付された補助金を財源として、会社に対し、高速道路の災害復旧に要する
費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。 
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第６号 
国から交付された補助金を財源として、会社に対し、高速道路のうち当該高速道路
と道路（高速道路を除く。）とを連結する部分で国土交通省令で定めるものの整備
に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。 
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第７号 
国から交付された補助金を財源として、会社に対し、自動車駐車場（高速道路に附
属する道路の附属物（道路法第二条第二項に規定する道路の附属物をいう。）であ
るものに限る。）の整備（高速道路の通行者又は利用者の利便の確保に資するもの
として国土交通省令で定める施設の整備と一体的に行うものに限る。）に要する費
用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 
 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間
最終年度値等） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 
  

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

特になし        予算額（百万円） 4,153,928 3,817,666 3,481,450  

        決算額（百万円） 4,143,126 3,812,218 3,470,783  

        経常費用（百万円） 1,431,879 1,421,679 1,433,286  

        経常利益（百万円） 498,478 551,145 590,899  

        行政コスト（百万円） 1,432,100 1,424,529 1,433,402  

        従事人員数 84 83 83  

 注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 機構が国から交

付されるスマート

ＩＣやＳＡ・ＰＡ

における通行者又

は利用者の利便の

確保に資する施設

と一体的に整備さ

れる自動車駐車場

国から交付され

るスマートＩＣや

ＳＡ・ＰＡにおけ

る通行者又は利用

者の利便の確保に

資する施設と一体

的に整備される自

動車駐車場の整備

国から交付され

るスマートＩＣや

ＳＡ・ＰＡにおけ

る通行者又は利用

者の利便の確保に

資する施設と一体

的に整備される自

動車駐車場の整備

＜評価の視点＞ 

補助金が交付され

た場合に、会社に対

する無利子貸付けを

遅滞なく行っている

か。 

＜主要な業務実績＞ 

１）スマートＩＣ整備のための補助金

については、国、ＮＥＸＣＯ３社及び

本四会社と協力し、効率的な事務手続

に努め、遅滞なく会社に対し無利子貸

付けを実施した。 
  
特定駐車場施設整備事業補助金は該当

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

・左記のとおり業

務を実施し、計画

を達成しているた

めＢとする。 

 

 

評定  
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の整備のための補

助金及び国又は首

都高速道路若しく

は阪神高速道路に

係る出資地方公共

団体から交付され

る首都高速道路又

は阪神高速道路の

新設、改築又は修

繕のための出資金

又は補助金につい

て、国等と緊密な

連携の下、これら

の資金を財源とし

た会社に対する適

切な無利子貸付け

の貸付計画を協定

で 定 め る と と も

に、当該出資金又

は補助金が交付さ

れた場合には、会

社による事業が速

やかに実施される

よう、事務手続の

効率化に配慮し、

遅滞なく会社に対

し無利子貸付けを

実施すること。 

 

 

 

その際、機構は

協定で定めた貸付

計画等に基づき実

施する事業につい

ては、適時進捗状

況を確認すること

を通じて、会社の

計画的な事業実施

を促すとともに、

課題が生じた場合

には、国、当該出

資地方公共団体及

び会社と協力して

適切に対応するこ

と。 

 

機構は、国又は

首都高速道路若し

のための補助金及

び国又は首都高速

道路若しくは阪神

高速道路に係る出

資地方公共団体か

ら交付される首都

高速道路又は阪神

高速道路の新設、

改築又は修繕のた

めの出資金又は補

助金について、国

等と緊密な連携の

下、これらの資金

を財源とした会社

に対する適切な無

利子貸付けの貸付

計画を協定で定め

るとともに、当該

出資金又は補助金

が交付された場合

には、会社による

事業が速やかに実

施 さ れ る よ う 、

国、当該出資地方

公共団体及び会社

と協力し、効率的

な事務手続に努め

ることとし、遅滞

なく会社に対し無

利子貸付けを実施

する。 

その際、機構は

協定で定めた貸付

計画等に基づき実

施する事業につい

ては、適時進捗状

況を確認すること

を通じて、会社の

計画的な事業実施

を促すとともに、

課題が生じた場合

には、国、当該出

資地方公共団体及

び会社と協力して

適切に対応する。 

 

 

国又は首都高速

道路若しくは阪神

のための補助金及

び国又は首都高速

道路若しくは阪神

高速道路に係る出

資地方公共団体か

ら首都高速道路又

は阪神高速道路の

新設、改築又は修

繕のための出資金

又は補助金が交付

された場合には、

会社による事業が

速やかに実施され

るよう、国、当該

出資地方公共団体

及 び 会 社 と 協 力

し、効率的な事務

手続に努めること

とし、遅滞なく会

社に対し無利子貸

付けを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その際、機構は

協定で定めた貸付

計画等に基づき実

施する事業につい

ては、適時進捗状

況を確認すること

を通じて、会社の

計画的な事業実施

を促すとともに、

課題が生じた場合

には、国、当該出

資地方公共団体及

び会社と協力して

適切に対応する。 

 

 

国又は首都高速

道路若しくは阪神

がなかった。 
  
２）首都高速道路及び阪神高速道路に

係る新設等の費用に充てるため国及び

出資地方公共団体から交付された出資

金について、国、出資地方公共団体及

び首都高速・阪神高速会社と協力し、

効率的な事務手続に努め、遅滞なく会

社に対し無利子貸付けを実施した。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害復旧事業費補助金に関する事案

は該当がなかった。 
 

＜課題と対応＞ 

・特になし 
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くは阪神高速道路

に係る出資地方公

共団体から災害復

旧に要する費用に

充てる資金の一部

に充てるべきもの

として補助金が交

付 さ れ た 場 合 に

は、会社による速

やかな災害復旧及

び安全かつ円滑な

交通の確保に資す

るよう、事務手続

の 効 率 化 に 配 慮

し、遅滞なく会社

に対し無利子貸付

け を 実 施 す る こ

と。 

 

高速道路に係る出

資地方公共団体か

ら災害復旧に要す

る費用に充てる資

金の一部に充てる

べきものとして補

助金が交付された

場合には、会社に

よる速やかな災害

復旧及び安全かつ

円滑な交通の確保

に 資 す る よ う 、

国、当該出資地方

公共団体及び会社

とも協力し、効率

的な事務手続に努

めることとし、遅

滞なく会社に対し

無利子貸付けを実

施する。 

高速道路に係る出

資地方公共団体か

ら災害復旧に要す

る費用に充てる資

金の一部に充てる

べきものとして補

助金が交付された

場合には、会社に

よる速やかな災害

復旧及び安全かつ

円滑な交通の確保

に 資 す る よ う 、

国、当該出資地方

公共団体及び会社

とも協力し、効率

的な事務手続に努

めることとし、遅

滞なく会社に対し

無利子貸付けを実

施する。 

 

 

 

 

 

 

 
４．その他参考情報 
特になし   
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業務実績等報告書様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―５ 高速道路事業 
５ 高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用の縮減を助長するための仕組み 

業務に関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第９号 
会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する

費用の縮減を助長するため、必要な助成を行うこと。 
当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間
最終年度値等） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 
  

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

特になし        予算額（百万円） 4,153,928 3,817,666 3,481,450  

        決算額（百万円） 4,143,126 3,812,218 3,470,783  

        経常費用（百万円） 1,431,879 1,421,679 1,433,286  

        経常利益（百万円） 498,478 551,145 590,899  

        行政コスト（百万円） 1,432,100 1,424,529 1,433,402  

        従事人員数 84 83 83  

  注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 ①コストの縮減は

国民負担の軽減に

寄与するものであ

り、その成果は国

民に還元されるべ

きものであること

から、会社が、適

正な品質や管理水

準を確保した上で

経営努力による高

速道路の新設、改

築、維持、修繕そ

の他の管理に要す

る費用の縮減を行

うよう、会社に促

す仕組みを適正に

運 用 す る と と も

に、更なるコスト

縮減や、会社にお

ける安全性や資産

価値の向上等を図

るための技術開発

等が促され、会社

にとってより活用

①コストの縮減は

国民負担の軽減に

寄与するものであ

り、その成果は国

民に還元されるべ

きものであること

から、会社が、適

正な品質や管理水

準を確保した上で

高速道路の新設、

改築及び修繕に係

る債務引受額の縮

減を行うよう、協

定において、会社

の経営努力によっ

て生じる縮減額の

一部に相当する額

について、会社に

対して助成を行う

仕組みを適正に運

用するとともに、

更なるコスト縮減

や、会社における

安全性や資産価値

①協定に基づき、

会社の経営努力に

よる高速道路の新

設、改築及び修繕

に要する費用の縮

減を助長するため

の 仕 組 み に つ い

て、「高速道路の新

設等に要する費用

の縮減に係る助成

に関する委員会」

の審議を行う等、

適 正 な 運 用 を 行

い、会社の更なる

経営努力による費

用の縮減を促すと

ともに、更なるコ

スト縮減や、会社

における安全性や

資産価値の向上等

を図るための技術

開発等が促され、

会社にとってより

活用しやすい制度

＜評価の視点＞ 

・助成制度を適正に

運用しているか。 
 

＜主要な業務実績＞ 

１）「高速道路の新設等に要する費用

の縮減に係る助成に関する委員会」

（以下「助成委員会」という。）を２

度開催し、経営努力要件に適合すると

判断した５件の認定により、約４.５

億円のコスト縮減が見込まれている。 

 

２）これまでに経営努力要件適合性を

認定したもののうち、支払い要件を満

たした 15 件について、助成金（約 12

億円）を交付した。 

 

３）令和６（2024）年度に開催した助

成委員会の議事概要、委員会資料をホ

ームページに掲載し、透明性の向上を

図った。また、助成委員会で審議され

たコスト縮減の取組を検索・閲覧でき

るシステムに新たに審議された案件を

掲載し、助成対象技術の標準化を含

め、各会社に対してコスト縮減の取組

を促した。 

 

４）カーボンニュートラル等の政策課

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
・左記のとおり業

務を実施し、計画

を達成しているた

めＢとする。 
 
 

＜課題と対応＞ 

・特になし 

 

評定  
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しやすい制度とな

るよう運用のあり

方について検討を

行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②助成対象額の算

定及び助成対象技

術の標準化の促進

については、開発

された新技術を他

の工事等に適用す

る方法について更

なる検討を行い、

過去の助成案件を

踏まえて適切に実

施するとともに、

透明性の向上を図

ること。 

 

③本制度について

は、高速道路が果

たすべき役割を踏

まえ、カーボンニ

ュートラルやデジ

タル化に関する取

組のように、我が

国全体として進め

ている政策につい

て、会社における

の向上等を図るた

めの技術開発等が

促され、会社にと

ってより活用しや

すい制度となるよ

う運用のあり方に

ついて検討を行

う。 

また、貸付料の

額を固定すること

により、維持、修

繕その他の管理に

要する費用（債務

引受額に係るもの

を除く。）の縮減

が、直接会社の業

績に反映される仕

組みとし、協定の

適切な見直しを通

じてその成果を国

民に還元する。 

 

 

 

 

②助成対象額の算

定及び助成対象技

術の標準化の促進

については、開発

された新技術を他

の工事等に適用す

る方法についても

更 な る 検 討 を 行

い、過去の助成案

件を踏まえて適切

に実施するととも

に、透明性の向上

を図る。 

 

③本制度について

は、高速道路が果

たすべき役割を踏

まえ、カーボンニ

ュートラルやデジ

タル化に関する取

組のように、我が

国全体として進め

ている政策につい

て、会社における

となるよう運用の

あり方について検

討を行う。 

 

 

 

 

 

また、貸付料の

額を固定すること

（料金収入の実績

による増減を除

く。）により、維

持、修繕その他の

管理に要する費用

（債務引受額に係

るものを除く。）

の縮減が、直接会

社の業績に反映さ

れる仕組みとし、

協定の適切な見直

しを通じてその成

果を国民に還元す

る。 

 

②助成対象額の算

定及び助成対象技

術の標準化の促進

については、開発

された新技術を他

の工事等に適用す

る方法についても

更なる検討を行

い、過去の助成案

件を踏まえて適切

に実施するととも

に、透明性の向上

を図る。 

 

③本制度について

は、高速道路が果

たすべき役割を踏

まえ、カーボンニ

ュートラルやデジ

タル化に関する取

組のように、我が

国全体として進め

ている政策につい

て、会社における

題に対応するため、令和５（2023）年

度に新設した社会的便益を助成金交付

額に反映する制度について、令和６

（2024）年度に認定した案件の内１件

については、社会的便益も併せて認定

した。 
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より積極的な取組

につながるよう

に、更なる改善の

検討を行うこと。 

より積極的な取組

につながるよう

に、更なる改善の

検討を行う。 

より積極的な取組

に つ な が る よ う

に、更なる改善の

検討を行う。 
             
４．その他参考情報 
特になし   
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業務実績等報告書様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―６ 高速道路事業 
６ 道路整備特別措置法に基づく道路管理者の権限の代行その他の業務 

業務に関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第１０

号 
会社が高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合において、道路

整備特別措置法 （昭和三十一年法律第七号）及び災害対策基本法 （昭和三十六年

法律第二百二十三号）に基づき当該高速道路についてその道路管理者（道路整備特

別措置法第二条第三項 に規定する道路管理者をいう。以下同じ。）の権限の代行そ

の他の業務を行うこと。 
当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間
最終年度値等） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 
  

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

【定量目標】 
特殊車両通行許可支援

システムの運用開始後

の年間平均事務処理期

間 

新規・変

更申請許

可 

10.5 日 

（標準処理期間

の2分の1） 

21 日 

（標準処理期

間） 

9.8 日 8.9 日 10.6 日  

 予算額（百万円） 4,153,928 3,817,666 3,481,450  

 決算額（百万円） 4,143,126 3,812,218 3,470,783  

 経常費用（百万円） 1,431,879 1,421,679 1,433,286  

更新申請

許可 

7 日 

（標準処理期間

の2分の1） 

14 日 

（標準処理期

間） 

5.9 日 6.4 日 6.9 日  

 経常収益（百万円） 498,478 551,145 590,899  

 行政コスト（百万円） 1,432,100 1,424,529 1,433,402  

 従事人員数 84 83 83  

 注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 ①道路整備特別措

置法（昭和 31 年法

律第７号）に基づ

く道路管理者の権

限の代行その他の

業務について、会

社その他の関係機

関と密接な連携を

図りつつ、適正か

つ効率的に実施す

ること。 

また、その事務

手続のあり方につ

いては、継続的に

点検を行い、道路

管 理 事 務 の 効 率

化、限度超過車両

の通行の許可等の

申請者の負担の軽

①措置法に基づく

道路管理者の権限

の代行その他の業

務について、会社

その他の関係機関

と密接な連携を図

りつつ、適正かつ

効 率 的 に 実 施 す

る。 

 

 

また、その事務

手続のあり方につ

いては、継続的に

点検を行い、道路

管 理 事 務 の 効 率

化、限度超過車両

の通行の許可等の

申請者の負担の軽

①措置法に基づく

道路管理者の権限

の代行その他の業

務について、会社

その他の関係機関

と密接な連携を図

りつつ、適正かつ

効率的に実施す

る。 

 

 

また、その事務

手続のあり方につ

いては、継続的に

点検を行い、道路

管 理 事 務 の 効 率

化、限度超過車両

の通行の許可等の

申請者の負担の軽

＜主な定量的指標＞ 

特殊車両通行許可

支援システムの年間

平均事務処理期間に

ついては、引き続

き、標準処理期間の

２分の１に短縮す

る。 (標準処理期

間：新規・変更申請

許可 21 日、更新申

請許可 14 日) 

 

＜評価の視点＞ 

・会社と連携しつ

つ、行政権限が適正

かつ円滑・効率的に

実施できたか。 

＜主要な業務実績＞ 

１）特殊車両通行許可支援システム等

による事務効率化 

 

・引き続き、オンラインシステムを運

用することにより、標準処理期間の短

縮に向けた取組等を継続し、申請者の

負担の軽減と利便向上を図った。 

・申請者への利用促進した結果、運用

開始からオンライン申請率（申請者ベ

ース）を 96％（令和６年度４／四半

期）にまで引き上げ、一定の利用率に

到達した。 

⇒運送事業者の勤務先や自宅等から

24 時間申請による申請書類の郵送期

間（４～５日）に加えて、標準処理期

間（21 日）を大きく下回る処理期間

のさらなる短縮とコスト縮減、許可証

の郵送費用約 100 万円の削減 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
・左記のとおり業

務を実施し、計画

を達成しているた

めＢとする。 
 

 

＜課題と対応＞ 
・特になし 
 

 

評定  
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減・利便性の向上

等を図るため、引

き続きシステムの

導入及び改良によ

る手続のオンライ

ン化等を進めるこ

と。 

１）特殊車両通行

許可支援システム

等については、会

社と連携し、適切

な運用がなされる

よう努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、限度超過

車両の通行の許可

に当たっては、国

と連携して、令和

４年４月１日から

運用開始予定であ

る「限度超過車両

の新たな通行確認

制度」の利用促進

を図り、手続の更

なる迅速化に努め

ること。 

 

２）車両制限令違

反車両の削減目標

を設定することに

加え、会社に自動

軸重計等の計画的

な整備、活用を促

すなど、国及び会

社と連携し、取締

りの強化を図るこ

と。 

 

減・利便性の向上

等を図るため、引

き続きシステムの

導入及び改良によ

る手続のオンライ

ン化等を進める。 

 

１）特殊車両通行

許可支援システム

等については、会

社と連携し、適切

な運用がなされる

よう努める。 

上記取組を通じ

て、特殊車両通行

許可支援システム

の年間平均事務処

理期間について

は、引き続き、標

準処理期間の２分

の１に短縮する。

(標準処理期間：

新規・変更申請許

可 21日、更新申請

許可 14 日) 

また、限度超過

車両の通行の許可

に当たっては、国

と連携して、令和

４年４月１日から

運用開始予定であ

る「限度超過車両

の新たな通行確認

制度」の利用促進

を図り、手続の更

なる迅速化に努め

る。 

 

２）車両制限令違

反車両の削減目標

を設定することに

加え、会社に自動

軸重計等の計画的

な整備、活用を促

すなど、国及び会

社と連携し、取締

りの強化を図る。 

 

 

減・利便性の向上

等を図るため、引

き続きシステムの

導入及び改良によ

る手続のオンライ

ン化等を進める。 

 

１）特殊車両通行

許可支援システム

等については、会

社と連携し、適切

な運用がなされる

よう努める。 

上記取組を通じ

て、特殊車両通行

許可支援システム

の年間平均事務処

理期間について

は、引き続き、標

準処理期間の２分

の１に短縮する。

(標準処理期間：

新規・変更申請許

可 21日、更新申請

許可 14 日) 

また、限度超過

車両の通行の許可

に当たっては、国

と連携して、令和

４年４月１日から

運用開始予定であ

る「限度超過車両

の新たな通行確認

制度」の利用促進

を図り、手続の更

なる迅速化に努め

る。 

 

２）車両制限令違

反車両の削減目標

を設定することに

加え、会社に自動

軸重計等の計画的

な整備、活用を促

すなど、国及び会

社と連携し、取締

りの強化を図る。 

 

 

 

２）３）権限代行業務の適切な実施 

・通常の業務に加え、会議や現場確認

を通じて、高速道路６会社と課題、情

報の共有や効率的な進め方について意

見交換を行うなど、会社と連携しつ

つ、業務効率化を図りながら権限代行

業務を適正に実施 

⇒占用許可 3,600 件（総件数 18,510

件）、連結更新（704 件）、特殊車両通

行許可 9,578 件（許可台数 67,572

台）・協議 20,853 件等 

 

・会社と連携し、料金所などでの監

視・引込み等による取締りを行い、車

両制限令違反車両や積載不適当車両に

対して、措置命令の発出等を行った。 

⇒措置命令書発出 1,774 件、車両総重

量の最高限度の２倍以上の告発４件、

重大な違反行為等に係る警告書発出

610 件、是正指導実施 92 件、 

 

・自動軸重計を活用した指導取締りを

行い、車両制限令違反車両に対して警

告書の発出等を行った。 

⇒警告書発出 46 件、是正指導実施 46  

件 

 

４）通行の禁止措置の迅速な実施 

・自然災害の激甚化・頻発化等大規模

災害発生時への対応に備え、会社や関

係機関と連携して、通行止め基準等の

検討を行った。 

・災対法区間指定により速やかに滞留

車の排除をするため、雪のシーズン前

に会社との手続き確認や災対法適用訓

練（10 回）を実施。 

 

・地震や大雨の場合には、基準値に達

した時点で速やかに通行止めを実施し

た。 

⇒基準値に達した件数：計53件（地震

７件、大雨 46 件） 

   

            

５）占用入札の状況 

・ホームページの活用や現地での看板

設置により入札参加者への情報提供を

行うことで占用入札の誘引を図った。 



36 
 

３）高速道路上の

落下物について、

会 社 と 連 携 し つ

つ、物流事業者等

へ車両の積載の事

前点検の強化を促

すとともに、早期

発見・早期回収に

向けた体制強化等

を図ること。 

 

４）大雪時の対応

について、会社と

連携しつつ、物流

事業者等に冬用タ

イヤ・チェーン装

着の事前点検の強

化 を 促 す と と も

に、大規模滞留の

発生を防ぐための

予防的通行止めを

含む早期の通行規

制やその早期解除

等の実施に向け、

関係機関との連絡

体制の強化等を図

ること。 

 

５）占用入札制度

を 積 極 的 に 運 用

し、高架下の有効

活用等に努めるこ

と。 

②通行止めに係る

情報等の機構が把

握する各種の情報

を、利用者の利便

の向上につながる

よう会社や他の道

路管理者とも連携

しつつ、積極的に

その活用を図るこ

と。 

３）高速道路上の

落下物について、

会 社 と 連 携 し つ

つ、物流事業者等

へ車両の積載の事

前点検の強化を促

すとともに、早期

発見・早期回収に

向けた体制強化等

を図る。 

 

４）大雪時の対応

について、会社と

連携しつつ、物流

事業者等に冬用タ

イヤ・チェーン装

着の事前点検の強

化を促すととも

に、大規模滞留の

発生を防ぐための

予防的通行止めを

含む早期の通行規

制やその早期解除

等の実施に向け、

関係機関との連絡

体制の強化等を図

る。 

 

５）占用入札制度

を 積 極 的 に 運 用

し、高架下の有効

活用等に努める。 

 

②通行止めに係る

情報等の機構が把

握する各種の情報

を、利用者の利便

の向上につながる

よう会社や他の道

路管理者とも連携

しつつ、積極的に

その活用を図る。 

３）高速道路上の

落下物について、

会社と連携しつ

つ、物流事業者等

へ車両の積載の事

前点検の強化を促

すとともに、早期

発見・早期回収に

向けた体制強化等

を図る。 

 

４）大雪時の対応

について、会社と

連携しつつ、物流

事業者等に冬用タ

イヤ・チェーン装

着の事前点検の強

化を促すととも

に、大規模滞留の

発生を防ぐための

予防的通行止めを

含む早期の通行規

制やその早期解除

等の実施に向け、

関係機関との連絡

体制の強化等を図

る。 

 

５）占用入札制度

を 積 極 的 に 運 用

し、高架下の有効

活用等に努める。 

 

②通行止めに係る

情報等の機構が把

握する各種の情報

を、利用者の利便

の向上につながる

よう会社や他の道

路管理者とも連携

しつつ、積極的に

その活用を図る。 

・４件の占用入札を実施した結果、通

年ベースでは約０.２億円（今後 20 年

分相当）の占用料の増収となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②高速道路の通行止め情報は、（公

財）日本道路交通情報センター等を通

じて、他道路管理者も含めた形で利用

者へ提供した。                

                                  

 
４．その他参考情報 
特になし   
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業務実績等報告書様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―８ 鉄道事業 
８ 本州四国連絡鉄道施設に係る業務 

業務に関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１２条第２項 
一 本州と四国を連絡する鉄道施設の管理を行うこと。  
二 前号の鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させること。  
三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 
 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【鉄道勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間
最終年度値等） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 
  

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

特になし        予算額（百万円） 3,694 3,505 4,273  

        決算額（百万円） 2,794 2,988 3,017  

        経常費用（百万円） 8,387 8,384 8,453  

        経常利益（百万円） 1,499 1,311 1,623  

        行政コスト（百万円） 9,104 9,098 9,167  

        従事人員数 84 83 83  

 注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道事業の評定：

（Ⅰ－８のみ。）：

Ｂ 
【細分化した項目

の 評 定 の 算 術 平

均】 
（ Ｂ ３ 点 × １ 項

目）÷１項目＝３ 
⇒算術平均に最も

近い評定は「B」 
評定である。 
※算定にあたって

は評定毎の点数 
を 、 Ｓ ： ５ 点 、

Ａ：４点、Ｂ：３

点 、 Ｃ ： ２ 点 、

Ｄ：１点としてい

る。 
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本州と四国を連

絡する鉄道施設の

管理を適切に行う

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、本州四国

連絡橋（本四備讃

線）（以下「本四備

讃線」という。）の

耐震補強事業につ

いては、着実に実

施すること。 

また、本四備讃線

の維持修繕に係る

費用等は、利用料

として鉄道事業者

から確実に徴収す

ること。 

本州と四国を連

絡する鉄道施設の

管理については、

独立行政法人鉄道

建設・運輸施設整

備支援機構からの

交 付 金 等 を 得 つ

つ、本州四国連絡

高速道路株式会社

の協力を得て、安

全かつ円滑な列車

の運転を確保する

た め 、 適 切 に 行

う。 

なお、本州四国

連絡橋（本四備讃

線）（以下「本四備

讃線」という。）の

耐震補強事業につ

いては、着実に実

施する。 

また、本四備讃線

の維持修繕に係る

費用等は、利用料

として鉄道事業者

から確実に徴収す

る。 

本州と四国を連

絡する鉄道施設の

管理については、

独立行政法人鉄道

建設・運輸施設整

備支援機構からの

交 付 金 等 を 得 つ

つ、本州四国連絡

高速道路株式会社

の協力を得て、安

全かつ円滑な列車

の運転を確保する

た め 、 適 切 に 行

う。 

なお、本州四国

連絡橋（本四備讃

線）（以下「本四備

讃線」という。）の

耐震補強事業につ

いては、着実に実

施する。 

また、本四備讃線

の維持修繕に係る

費用等は、利用料

として鉄道事業者

から確実に徴収す

る。 

＜評価の視点＞ 

施設等の安全管理

の実施や適切な点検

を行えるよう関係先

と協力し、適切に実

施したか。 

＜主要な業務実績＞ 

１）ＪＲ西日本及びＪＲ四国と締結し

た協定の管理区分に基づき、機構が管

理を行うこととなっている鉄道施設に

ついて、｢本州と四国を連絡する鉄道

施設の管理に関する協定｣（基本協

定）に基づき、「本州と四国を連絡す

る鉄道施設の管理に係る委託料の額に

関する令和６年度協定」を締結し本州

四国連絡高速道路株式会社に委託する

とともに、独立行政法人鉄道建設・運

輸施設整備支援機構からの交付金を得

て、ＪＲ四国に係る鉄道施設の改修に

必要な資金を負担することにより、管

理を適切に行った。 
 
２）本四備讃線（児島・宇多津間）の

共用部鉄道専用施設及び鉄道単独部に

おける耐震補強事業については、耐震

補強工事を行うＪＲ四国との間で、基

本的な枠組みを定めた「本四備讃線

（児島・宇多津間）の耐震補強工事に

関する協定」、「本四備讃線鉄道施設耐

震補強工事（第２期）の実施に関する

施行協定書」に基づき、「本四備讃線

鉄道施設耐震補強工事（第２期）の実

施に関する年度協定書（令和６年

度）」を締結し、着実に実施した。 
 
３）ＪＲ西日本、ＪＲ四国とそれぞれ

「本四備讃線（茶屋町・児島間）の鉄

道施設の利用料の額に関する協定」、

「本四備讃線（児島・宇多津間）の鉄

道施設の利用料の額に関する協定」を

締結し、令和６（2024）年度分の利用

料２億 20 百万円を確実に徴収した。

（３月） 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
・左記のとおり業

務を実施し、計画

を達成しているた

めＢとする。 
 

 

＜課題と対応＞ 
・特になし 
 

評定  

 

 
４．その他参考情報 
予算額と決算額との乖離は、本年度予定していた本四備讃線の補修・更新計画の一部を点検結果等に基づき翌年度以降に実施することとしたためである。 
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業務実績等報告書様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―９―① ９ 業務遂行に当たっての取組 
①高速道路事業の総合的なコストの縮減 

業務に関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１３条第１項 
機構は、前条第一項の業務を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところに
より、会社と、全国路線網、地域路線網又は一の路線に属する高速道路（当該高速
道路について二以上の会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合にあ
っては、それぞれの会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う高速道路の
各部分。以下この項において同じ。）ごとに、次に掲げる事項をその内容に含む協
定（以下「協定」という。）を締結しなければならない。 
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第９号 
会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費
用の縮減を助長するため、必要な助成を行うこと。 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 
 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間
最終年度値等） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 
  

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

特になし        予算額（百万円） 4,153,928 3,817,666 3,481,450  

        決算額（百万円） 4,143,126 3,812,218 3,470,783  

        経常費用（百万円） 1,431,879 1,421,679 1,433,286  

        経常利益（百万円） 498,478 551,145 590,899  

        行政コスト（百万円） 1,432,100 1,424,529 1,433,402  

        従事人員数 84 83 83  

 注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 協定の締結又は

変 更 し に 際 し て

は、高速道路の新

設、改築、維持、

修繕、災害復旧そ

の他の管理につい

て、新技術を活用

した効率化やコス

ト縮減を推進する

とともに、会社の

継続的かつ自律的

な効率化を促すよ

う措置すること。 

協定の締結又は

変更に際しては、

高速道路の新設、

改 築 、 維 持 、 修

繕、災害復旧その

他 の 管 理 に つ い

て、新技術等も活

用した会社の継続

的かつ自律的な効

率化を促し、これ

らに係るコスト縮

減努力が図られる

よう工夫する。 

協定の締結又は

変更に際しては、

高速道路の新設、

改 築 、 維 持 、 修

繕、災害復旧その

他 の 管 理 に つ い

て、新技術等も活

用した会社の継続

的かつ自律的な効

率化を促し、これ

らに係るコスト縮

減努力が図られる

よう工夫する。 

＜評価の視点＞ 
協定の見直しにあ

たり、会社のコスト

縮減努力が図られる

よう工夫されている

か。 

＜主要な業務実績＞ 
・協定の見直しにあたり、高速道路の

新設、改築、維持、修繕、災害復旧そ

の他の管理について、これらに係るコ

スト縮減努力が図られるよう工夫する

とともに、引き続き、助成制度を通じ

て、会社の継続的かつ自律的な効率化

を促した。 

評定：Ｂ 
・左記のとおり業

務を実施し、計画

を達成しているた

めＢとする。 
 
 

＜課題と対応＞ 

・特になし 

評定  
 

 
４．その他参考情報 
特になし   
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業務実績等報告書様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 
 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―９―② ９ 業務遂行に当たっての取組 
②高速道路の利用促進 

業務に関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第１２

号 
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 
 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間
最終年度値等） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 
  

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

特になし        予算額（百万円） 4,153,928 3,817,666 3,481,450  

        決算額（百万円） 4,143,126 3,812,218 3,470,783  

        経常費用（百万円） 1,431,879 1,421,679 1,433,286  

        経常利益（百万円） 498,478 551,145 590,899  

        行政コスト（百万円） 1,432,100 1,424,529 1,433,402  

        従事人員数 84 83 83  

 注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 債務の返済に要

する費用等を貸付

期間内（協定の締

結日から起算して

50 年以内）に償う

前提で、必要な高

速道路網の整備と

併せ、より高速道

路の利用を促進す

る施策を推進する

よう会社に促すこ

と。 

なお、高速道路

利便増進事業につ

いて、交通状況、

減収額、利用者の

利 便 性 等 を 把 握

し、必要に応じて

計画の変更を行い

つつ、効果的に運

用すること。 

債務の返済に要

する費用等を貸付

期間内（協定の締

結日から起算して

50 年以内）に償う

前提で、必要な高

速道路網の整備と

併せ、より高速道

路の利用を促進す

る施策を推進する

よう会社に促す。 

 

なお、高速道路

利便増進事業につ

いて、会社と協力

して交通状況、減

収額、利用者の利

便性等を把握し、

必要に応じて計画

の 変 更 を 行 い つ

つ、効果的に運用

する。 

協定に基づき、

必要な高速道路網

の整備と併せ、よ

り高速道路の利用

を促進する施策を

推進するよう会社

に促す。 

 

 

 

 

 

なお、高速道路

利便増進事業につ

いて、会社と協力

して交通状況、減

収額、利用者の利

便性等を把握し、

必要に応じて計画

の 変 更 を 行 い つ

つ、効果的に運用

する。 

＜評価の視点＞ 

高速道路の利用促

進施策の推進を会社

に促しているか。 

＜主要な業務実績＞ 

１）国の補助金を活用したスマートＩ

Ｃ６箇所を新規事業として協定及び業

務実施計画書に追加した。（８月） 

 

２）３箇所のスマートＩＣの供用を開

始した。（６月、３月） 

 

３）多様で弾力的な料金施策として、

会社が実施した高速道路の利用促進の

ための企画割引について、届出を受理

し内容を確認した。（企画割引の実

施：43 件※） 

※件数は会社毎に重複する場合がある 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
・左記のとおり業

務を実施し、計画

を達成しているた

めＢとする。 
 
 

＜課題と対応＞ 

・特になし 

評定  
 

 
４．その他参考情報 
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特になし 
業務実績等報告書様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―９―③ ９ 業務遂行に当たっての取組 
③利用者サービスの向上等 

業務に関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１３条第１項 
機構は、前条第一項の業務を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところに
より、会社と、全国路線網、地域路線網又は一の路線に属する高速道路（当該高速
道路について二以上の会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合にあ
っては、それぞれの会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う高速道路の
各部分。以下この項において同じ。）ごとに、次に掲げる事項をその内容に含む協
定（以下「協定」という。）を締結しなければならない。 
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第１２

号 
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 
 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間
最終年度値等） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 
  

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

特になし        予算額（百万円） 4,153,928 3,817,666 3,481,450  

        決算額（百万円） 4,143,126 3,812,218 3,470,783  

        経常費用（百万円） 1,431,879 1,421,679 1,433,286  

        経常利益（百万円） 498,478 551,145 590,899  

        行政コスト（百万円） 1,432,100 1,424,529 1,433,402  

        従事人員数 84 83 83  

 注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 利用者の安全性

や利便性等の向上

を図るため、ネッ

トワークの機能拡

充等による生産性

の 向 上 、 耐 震 対

策、暫定２車線区

間の対策、逆走対

策、大雪時の対策

等の安全確保、Ｅ

ＴＣ専用化などに

ついて、協定の締

結又は変更に際し

て、会社の計画的

かつ効率的な実施

を促すよう措置す

るとともに、会社

利用者の安全性

や利便性等の向上

を図るため、ネッ

トワークの機能拡

充等による生産性

の向上、耐震対

策、暫定２車線区

間の対策、逆走対

策、大雪時の対策

等の安全確保、Ｅ

ＴＣ専用化などに

ついて、協定の締

結又は変更に際し

て、会社の計画的

かつ効率的な実施

を促すよう措置す

るとともに、会社

利用者の安全性

や利便性等の向上

を図るため、ネッ

トワークの機能拡

充等による生産性

の向上、耐震対

策、暫定２車線区

間の対策、逆走対

策、大雪時の対策

等の安全確保、Ｅ

ＴＣ専用化などに

ついて、協定の締

結又は変更に際し

て、会社の計画的

かつ効率的な実施

を促すよう措置す

るとともに、会社

＜評価の視点＞ 

高速道路の検討課

題について、国及び

会社と一体となって

取り組んでいるか。 

＜主要な業務実績＞ 

・大雪時の安全確保や休憩施設の混雑

対策について、会社の計画的かつ効率

的な実施を促すよう、協定の見直し時

に措置を行った。（３月） 

 

・ＥＴＣ２．０について、アウトカム

指標の中期目標を踏まえた年度の目標

値を設定して、普及促進が図られるよ

う、会社と連携して取り組んだ。 

 

・ＳＡ・ＰＡにおける利用者サービス

の充実に向けて、令和５年12月に機構

が主体となって各社統一的に取りまと

めた「高速道路ＳＡ・ＰＡにおける利

便性向上に関する整備方針」に基づ

き、大型車駐車マスの拡充を行った。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
・左記のとおり業

務を実施し、計画

を達成しているた

めＢとする。 
 
 

＜課題と対応＞ 

・特になし 

評定  
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が関連事業により

実施するＳＡ・Ｐ

Ａを活用した観光

振興や物流関係者

等への支援、地域

活性化の取組と連

携を図ること。ま

た、自動運転への

対応、ＥＴＣ２．

０の普及促進・活

用等や高速道路シ

ステムの海外輸出

など、今後の高速

道路の検討課題に

ついて、国及び会

社と一体となって

取り組むこと。 

さらに、機構・

会社が所有する資

産について、一層

の活用が図られる

よう柔軟な運用を

検討し、ＳＡ・Ｐ

Ａについては、大

型車用を始めとす

る駐車スペースを

十分に確保すると

ともに、電動車の

増加に対応できる

よう急速充電器や

水素ステーション

等のインフラ整備

を計画的に推進す

るなど、利用者サ

ービスの充実に向

けて会社と連携し

ながら取り組むこ

と。 

が関連事業により

実施するＳＡ・Ｐ

Ａを活用した観光

振興や物流関係者

等への支援、地域

活性化の取組と連

携を図る。また、

自動運転への対

応、ＥＴＣ２．０

の普及促進・活用

等や高速道路シス

テムの海外輸出な

ど、今後の高速道

路の検討課題につ

いて、国及び会社

と一体となって取

り組む。 

さらに、機構・

会社等が所有する

資産について、一

層の活用が図られ

るよう柔軟な運用

を検討し、ＳＡ・

ＰＡについては、

大型車用を始めと

する駐車スペース

を十分に確保する

とともに、電動車

の増加に対応でき

るよう急速充電器

や水素ステーショ

ン等のインフラ整

備を計画的に推進

するなど、利用者

サービスの充実に

向けて、国及び会

社と連携しながら

取り組む。 

が関連事業により

実施するＳＡ・Ｐ

Ａを活用した観光

振興や物流関係者

等への支援、地域

活性化の取組と連

携を図る。また、

自動運転への対

応、ＥＴＣ２．０

の普及促進・活用

等や高速道路シス

テムの海外輸出な

ど、今後の高速道

路の検討課題につ

いて、国及び会社

と一体となって取

り組む。 

さらに、機構・

会社等が所有する

資産について、一

層の活用が図られ

るよう柔軟な運用

を検討し、ＳＡ・

ＰＡについては、

「高速道路ＳＡ・

ＰＡにおける利便

性向上に関する整

備方針」に基づ

き、大型車用を始

めとする駐車スペ

ースを十分に確保

するとともに、電

動車の増加に対応

できるよう急速充

電器や水素ステー

ション等のインフ

ラ整備を計画的に

推進するなど、利

用者サービスの充

実に向けて、国及

び会社と連携しな

がら取り組む。 

 

・カーボンニュートラル（ＥＶ充電器

等）については、ＳＡ・ＰＡにおける

ＥＶ充電施設に関する道路会社からの

占用申請に応じて、法令等に基づき適

切に対処した。 

 

 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―９―④ ９ 業務遂行に当たっての取組 
④調査・研究の実施 

業務に関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第１２

号 
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 
 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間
最終年度値等） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 
  

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

特になし        予算額（百万円） 4,153,928 3,817,666 3,481,450  

        決算額（百万円） 4,143,126 3,812,218 3,470,783  

        経常費用（百万円） 1,431,879 1,421,679 1,433,286  

        経常利益（百万円） 498,478 551,145 590,899  

        行政コスト（百万円） 1,432,100 1,424,529 1,433,402  

        従事人員数 84 83 83  

 注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 高速道路事業や

業務上の諸課題、

高速道路における

自動運転の実装等

の新たな課題に関

し、大学等の研究

機関とも適宜連携

しつつ、調査・研

究を実施するとと

もに、その成果が

広く活用されるよ

う、会社をはじめ

関係機関に情報提

供すること。 

高速道路事業や

業務上の諸課題、

高速道路における

自動運転の実装等

の新たな課題に関

し、大学等の研究

機関、国及び会社

とも適宜連携して

調査・研究を実施

するとともに、そ

の成果については

広く活用されるよ

う、会社をはじめ

関係機関に情報提

供する。 

高速道路事業や

業務上の諸課題、

高速道路における

自動運転の実装等

の新たな課題に関

し、大学等の研究

機関、国及び会社

とも適宜連携して

調査・研究を実施

するとともに、そ

の成果については

広く活用されるよ

う、会社をはじめ

関係機関に情報提

供する。 

＜評価の視点＞ 
調査・研究が実施

され、その成果が関

係機関に情報提供さ

れているか。 

＜主要な業務実績＞ 
・自動運転等の新たな潮流に対する高

速道路の動向について、調査を実施

し、その成果について関係機関に情報

提供した。 

 
 
 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
・左記のとおり業

務を実施し、計画

を達成しているた

めＢとする。 
 
 

＜課題と対応＞ 

・特になし 

評定  
 

 
４．その他参考情報 
 特になし 
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業務実績等報告書様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―９―⑤ ９ 業務遂行に当たっての取組 
⑤環境への配慮 

業務に関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第１２

号 
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 
 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間
最終年度値等） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 
  

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

特になし        予算額（百万円） 4,153,928 3,817,666 3,481,450  

        決算額（百万円） 4,143,126 3,812,218 3,470,783  

        経常費用（百万円） 1,431,879 1,421,679 1,433,286  

        経常利益（百万円） 498,478 551,145 590,899  

        行政コスト（百万円） 1,432,100 1,424,529 1,433,402  

        従事人員数 84 83 83  

 注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 会社に対し、高

速道路の整備・管

理や料金施策等の

実施に際して、環

境の保全と創造に

配慮するよう促す

こと。 

会社に対し、高

速道路の整備・管

理や料金施策等の

実施に際して、環

境の保全と創造に

配 慮 す る よ う 促

す。 

会社に対し、高

速道路の整備・管

理や料金施策等の

実施に際して、環

境の保全と創造に

配 慮 す る よ う 促

す。 

＜評価の視点＞ 
高速道路におい

て、環境に資する取

り組みが行われるよ

うに会社に促してい

るか。 

＜主要な業務実績＞ 
・カーボンニュートラル（ＥＶ充電器

等）については、ＳＡ・ＰＡにおける

ＥＶ充電施設に関する道路会社からの

占用申請に応じて、法令等に基づき適

切に対処した。（再掲）  

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
・左記のとおり業

務を実施し、計画

を達成しているた

めＢとする。 
 
 

＜課題と対応＞ 

・特になし 

評定  
 

 
４．その他参考情報 
 特になし 
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業務実績等報告書様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―９―⑥ ９ 業務遂行に当たっての取組 
⑥デジタル化の推進 

業務に関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第１２

号 
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 
 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間
最終年度値等） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 
  

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

特になし        予算額（百万円） 4,153,928 3,817,666 3,481,450  

        決算額（百万円） 4,143,126 3,812,218 3,470,783  

        経常費用（百万円） 1,431,879 1,421,679 1,433,286  

        経常利益（百万円） 498,478 551,145 590,899  

        行政コスト（百万円） 1,432,100 1,424,529 1,433,402  

        従事人員数 84 83 83  

 注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 資産保有者とし

て、新技術の活用

や道路交通データ

のデジタル化等を

促 進 す る と と も

に、デジタル化の

推進に向けた会社

間連携に努めるこ

と。特に、機構は

管理に係る３次元

データの仕様の統

一など、デジタル

技術を活用しなが

ら、高速道路に関

する各種データを

高速道路全体とし

て適切に管理でき

るよう国及び会社

と連携して取り組

むとともに、一般

道路を含む道路全

体のデータの活用

を念頭に置きなが

ら、他の道路管理

新技術の活用や

道路交通データの

デジタル化等を促

進するとともに、

デジタル化の推進

に向けた会社間連

携に努める。特に

管理に係る３次元

データの仕様の統

一など、デジタル

技術を活用しなが

ら、高速道路に関

する各種データを

高速道路全体とし

て適切に管理でき

るよう国及び会社

と連携して取り組

むとともに、一般

道路を含む道路全

体のデータの活用

を念頭に置きなが

ら、他の道路管理

者の取組との連携

に 積 極 的 に 努 め

新技術の活用や

道路交通データの

デジタル化等を促

進するとともに、

デジタル化の推進

に向けた会社間連

携に努める。特に

管理に係る３次元

データの仕様の統

一など、デジタル

技術を活用しなが

ら、高速道路に関

する各種データを

高速道路全体とし

て適切に管理でき

るよう国及び会社

と連携して取り組

むとともに、一般

道路を含む道路全

体のデータの活用

を念頭に置きなが

ら、他の道路管理

者の取組との連携

に 積 極 的 に 努 め

＜評価の視点＞ 
・道路交通データの

デジタル化等を促進

するとともに、デジ

タル化の推進に向け

て国及び会社と連携

が図れているか。 
・高速道路に関する

各種データを適切な

管理・活用に向け

て、国及び会社と連

携が図れているか。 
・ＰＭＯを設置し、

情報システムの適切

な整備及び管理を行

っているか。 

＜主要な業務実績＞ 
・道路台帳のデジタル化については、

高速道路の図面・調書データが掲載さ

れている国交省各地方整備局ホームペ

ージアドレスを機構ホームページにリ

ンク集として掲載し、データへのアク

セス向上に努めた。 

 

外部専門家を活用したＰＭＯを設置

し、以下のとおり情報システムの適切 

な整備及び管理を行った。 

・基幹ＬＡＮ更新にあたり、外部専門

家から様々な支援を受け、セキュリテ

ィ面を強化しつつ、業務に支障なく更

新を実施。 

・また、基幹ＬＡＮだけでなく各業務

システム等におけるセキュリティ強化

に向けた課題（パスワードポリシーの

適用等）の抽出及び課題解決への優先

度を策定のうえ、優先度に応じて対策

を実施。なお、本取組は機構監事から

もこれまで把握していなかった課題等

を明確化した点で高い評価を得てい

る。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
・左記のとおり業

務を実施し、計画

を達成しているた

めＢとする。 
 
 

＜課題と対応＞ 

・特になし 

評定  
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者の取組との連携

に積極的に努める

こと。 
また、デジタル

庁が策定した「情

報システムの整備

及び管理の基本的

な方針（令和３年

12 月 24 日デジタ

ル大臣決定）」に則

り、ＰＭＯの設置

等を通じて情報シ

ステムの適切な整

備及び管理を行う

こと。 

る。 
 
 
また、デジタル

庁が策定した「情

報システムの整備

及び管理の基本的

な方針」（令和３年

12 月 24 日デジタ

ル大臣決定）に則

り、ＰＭＯの設置

等を通じて情報シ

ステムの適切な整

備 及 び 管 理 を 行

う。 

る。 
 
 
また、デジタル

庁が策定した「情

報システムの整備

及び管理の基本的

な方針」（令和３年

12 月 24 日デジタ

ル大臣決定）に則

り、令和５年度に

設置したＰＭＯを

活用しながら、更

なる情報システム

の適切な整備及び

管理を行う。 

・さらに組織能力向上や業務効率化に

向けて、職員のＤＸやＡＩに関する知

見を広めるため、令和７年２月に外部

専門家を一員とするＷＧを設置し、勉

強会を開催するなど機構全体で最新技

術への感度を高める取組を始めた。 

 
４．その他参考情報 
 特になし   
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業務実績等報告書様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅱ―１、２、３、４ １ 組織運営の効率化、２ 一般管理費の縮減、３ 調達等合理化の取組の推進、４ 業務評価の実施 
当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 

 
２．主要な経年データ 
 

評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年度値等） R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

（参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

一般管理費（実績

値）（千円） 
第５期中期目標期間の最終年度 

63,233 65,868 53,172 54,902 51,096   

上記削減率 令和３年度に比べ、中期目標

期間最終年度までに4％以上削

減 
－ 19.3％ 16.7％ 22.4％   

【指標】 
入札・契約手続運営

委員会における契約

の点検率 

－ 
100％ 

（令和３年度点検率） 
100％ 100％ 100％   

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 機構は、効率的

な業務運営が行わ

れるようその組織

を整備するととも

に、業務や組織の

在り方について継

続 的 に 点 検 を 行

い、機動的に見直

し を 実 施 す る こ

と。 

効率的な業務運

営を行うために機

動的な組織運営を

図り、高速道路に

係る道路資産の保

有及び貸付け、債

務の返済等の業務

の実施において、

社会経済情勢の変

化に的確に対応す

る。 

このため、組織

の運営について、

以下のとおり取り

組むとともに、業

務や組織の在り方

について継続的に

点検を行い、機動

的 に 見 直 し を 行

う。 

①法人の権限及び

責任の明確化、透

明性及び自主性の

向上等に対応した

組織の整備 

②社会経済情勢の

必要最小限の組

織として設置した

総務部、経理部、

企画部、関西業務

部の４部により、

組織運営の効率化

に 努 め る と と も

に、ＩＣＴ等を活

用したさらなる業

務改善を図る。 

＜主な定量的指標＞ 

・一般管理費削減率 

・入札・契約手続運

営委員会における契

約点検率 

 

＜評価の視点＞ 

業務運営が必要最

小限の組織で効果

的、効率的に行われ

ているか。 

＜主要な業務実績＞ 

・機構に期待される役割を果たすため

に取組むべき課題を明確化（「業務の

見える化」）し、各部の課題と各職員

の業務目標に紐付けた具体的かつ実行

可能な行動計画（アクション）の策定

を行った。策定した行動計画（アクシ

ョン）について半期ごとに進捗確認を

行い、業務上の課題を共有すること

で、業務の効率的な運営に努めた。 

・多様で柔軟な働き方が求められてい

る状況を踏まえ、引き続き、勤怠管理

システムを活用し、適切な時間管理を

行うとともに、勤務時間区分について

も７区分を継続し、ワークライフ・バ

ランスの実現に取り組んだ。 

・必要最小限の組織であり２年前後で

職員が入れ替わるため、情報システム

に係る組織能力の継続性の確保が難し

いという背景から、令和６年３月から

外部専門家を活用したＰＭＯを設置

し、組織運営の効率化及び業務改善を

実施した。外部専門家を活用した具体

的な取組は以下のとおり。 

・基幹ＬＡＮシステム更新 

受注者との打ち合わせに参加し職員へ

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
・左記のとおり業

務を実施し、計画

を達成しているた

めＢとする。 
 

 

＜課題と対応＞ 
・特になし 
 

 

評定  
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変化に対し機動的

に対応できる組織

の整備 

 

専門的な知見で助言を実施、また受注

者の提案を職員が理解できる形で伝達

し、よりスムーズな更新を支援。 

・情報セキュリティ対策 

情報セキュリティの社会情勢の変化に

対応するため、セキュリティ強化に向

けた課題（パスワードポリシーの適用

等）の抽出及び課題解決への優先度を

策定のうえ、優先度に応じて対策を実

施。また、ＮＩＳＣより共有される脆

弱性情報を共有し、機構に関係ある内

容かどうか、関係あれば必要な対応を

提案するなどセキュリティレベルの向

上に寄与。加えて、情報セキュリティ

対策を総合的に推進するための取組

（教育、内部監査、インシデント対処

訓練、自己点検）を実施するにあた

り、専門的な知見で助言を実施。 

・さらに組織能力向上や業務効率化に

向けて、職員のＤＸやＡＩに関する知

見を広めるため、令和７年２月に外部

専門家を一員とするＷＧを設置し、勉

強会を開催するなど機構全体で最新技

術への感度を高める取組を始めた。 

 

機構は、必要最

小 限 の 組 織 と し

て、業務運営全体

の効率化を図り、

一般管理費（人件

費、公租公課、シ

ステム関連経費、

業務運営上の義務

的経費（効率化が

困難であると認め

ら れ る も の に 限

る。）及び特殊要

因に基づく経費を

除く。）について

は、令和３年度に

比べ、中期目標期

間の最終年度まで

に４％以上削減す

ること。 

なお、人件費及

びシステム関連経

費についても、可

能な限り効率的な

執 行 に 努 め る こ

外部委託、集約

化、ＩＣＴの活用

等により業務運営

全体の効率化を推

進し、一般管理費

（人件費、公租公

課、システム関連

経費、業務運営上

の義務的経費（効

率化が困難である

と認められるもの

に限る。）及び特

殊要因に基づく経

費を除く。）につ

いては、令和３年

度に比べ、中期目

標期間の最終年度

までに４％以上の

削減を行う。 

 なお、人件費及

びシステム関連経

費についても、可

能な限り効率的な

執行に努める。 

外部委託、集約

化、ＩＣＴの活用

等により業務運営

全体の効率化を推

進し、一般管理費

（人件費、公租公

課、システム関連

経費、業務運営上

の義務的経費（効

率化が困難である

と認められるもの

に限る。）及び特

殊要因に基づく経

費を除く。）につ

いては、令和３年

度に比べ、３％以

上の削減を行う。 

 

 

なお、人件費及

びシステム関連経

費についても、可

能な限り効率的な

執行に努める。 

＜主な定量的指標＞ 

一般管理費削減率 

 

＜評価の視点＞ 

実績額が令和３年

度に比べ、３％以上

の削減となっている

か。 

＜主要な業務実績＞ 

・職員の実施する業務を、総合的な判

断、調整能力を要する高度な業務へ集

中させることで、組織力の向上及び高

度専門人材の育成を推進するため、従

来職員が行っている権限代行事務等の

うち定型的な業務を外部委託化するこ

ととし、今般、発注手続きに着手し

た。 

 

・一般管理費（人件費、公租公課、シ

ステム関連経費、業務運営上の義務的

経費（効率化が困難であると認められ

るものに限る。）及び特殊要因に基づ

く経費を除く。）については、各種会

議をＷｅｂ開催に切り替えたことによ

る出張旅費の縮減や、臨時職員にかか

る 経 費 の 縮 減 等 に よ り 、 令 和 ３

（2021）年度に比べ３％以上削減する

とした目標を上回る削減（▲22.4％）

を達成した。 
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と。  

「独立行政法人

における調達等合

理化の取組の推進

について」(平成27

年５月 25 日総務大

臣決定)に基づく取

組 を 着 実 に 実 施

し、事務・事業の

特性を踏まえ、Ｐ

ＤＣＡサイクルに

より、公平性・透

明 性 を 確 保 し つ

つ、自律的かつ継

続的に調達等の合

理化に取り組むこ

と。 

 

（指標） 

・入札・契約手続

運営委員会におけ

る 契 約 の 点 検 率

（令和３年度点検

率：100％） 

公正性及び透明

性を確保しつつ、

自律的かつ継続的

に調達の合理化を

推進するため、｢独

立行政法人におけ

る調達等合理化の

取組の推進につい

て｣（平成 27 年５

月 25 日総務大臣決

定）に基づき、毎

年度「調達等合理

化計画」を策定、

公表の上、着実に

実施し、その実施

状況について自己

評 価 、 公 表 を 行

う。 

３「独立行政法人

における調達等合

理化の取組の推進

について」（平成

27 年５ 月 25 日総

務大臣決定）に基

づき、令和６年度

「調達等合理化計

画」を策定、公表

の上、着実に実施

する。 

また、令和５年

度「調達等合理化

計画」の実施状況

に つ い て 自 己 評

価、公表を行う。 

＜主な定量的指標＞ 

入札・契約手続運

営委員会における契

約の点検率（令和３

年 度 点 検 率 ：

100％） 

 

＜評価の視点＞ 

 ＰＤＣＡサイクル

により、公平性・透

明性を確保しつつ、

自律的かつ継続的に

調達等の合理化に取

り組んだか。 

＜主要な業務実績＞ 

１）「独立行政法人における調達等合

理化の取組の推進について」（平成 27

年５月25日総務大臣決定）に基づき、

令和５年度調達等合理化計画の実施状

況についての自己評価を実施するとと

もに、令和６年度調達等合理化計画を

策定し、契約監視委員会の審議を経て

公表した。（６月） 

 

２）調達等合理化計画に定めた取組に

ついては、別紙のとおり着実に実施し

た。なお、令和６（2024）年６月に開

催した契約監視委員会において、当計

画の自己評価の点検を行うとともに、

「競争性のない随意契約」、「一者応

札・一者応募となった契約」及び「公

益法人に対する支出」についても点検

が行われ、令和５（2023）年度におけ

る全ての契約は適正に行われていると

の評価を受けた。 

 業務の効率性及

び透明性の向上を

図るため、業務実

績の評価を実施す

ること。 

 業務の効率性及

び透明性の向上を

図るため、債務の

返済状況を始めと

し、業務全体につ

いて定期的に自己

評価を行い、その

結果を公表する。 

また、その結果

を踏まえ、必要に

応じて、適切な措

置を講ずる。 

 業務の効率性及

び透明性の向上を

図るため、通則法

に基づき業務全体

について自己評価

を行い、その結果

を公表する。 

 

また、その結果

を踏まえ、必要に

応じて、適切な措

置を講ずる。 

＜評価の視点＞ 

業務全体について

自己評価を行い、そ

の結果を公表してい

るか、またその結果

を踏まえ適切な措置

を講じているか。 

＜主要な業務実績＞ 

４．業務評価の実施 

１）令和５（2023）年度の業務につい

て自己評価を行い、独立行政法人通則

法（平成11年法律第103号）に定める

報告書を作成のうえ、主務大臣である

国土交通大臣宛てに提出。ホームペー

ジにて公表した。（令和６年６月） 

２）令和６（2024）年度の業務につい

ての進捗状況及び令和５（2023）年度

に係る業務実績評価（評価結果）にお

いて課題とされた事項への対応状況等

について検討し、令和７年度計画を策

定した。（令和７年３月） 

 

 
４．その他参考情報 
特になし   
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令和６年度調達等合理化計画 達成状況 

令和６年度計画 自己評価 備考 

○重点的に取り組む分野（【 】は評価指標） 

（１）債券等の引受・募集等に係る契約 

債券等の引受・募集等に係る契約については、これまでも一

般競争入札等により競争性を確保した上で契約を締結してい

る。 

令和６年度においても、引き続きこの取り組みを通じて競争

性・透明性の確保を図る。 

【一般競争入札等による契約：100％】 

 

○調達に関するガバナンスの徹底（【 】は評価指標） 

（１）随意契約を締結することとなる案件については、事前に、機

構内に設置された入札・契約手続運営委員会等において、会計

規程における「随意契約によることができる事由」との整合性

や、より競争性のある調達手続実施の可否の観点から点検を行

うこととする。 

【入札・契約手続運営委員会等による点検実施率：100％】 

 

（２）内部統制委員会において、半期毎の契約締結状況における一

者応札・応募となった契約等について、その要因を分析し、

改善すべき点がないか点検を行うとともに、その結果につい

て組織全体で共有を図ることとする。 

【内部統制員会等による点検実施率：100％】 

 

 

（３）当機構において、これまで不祥事は発生していない。引き続

き、契約手続規程に則り適正に契約手続が行われているかど

うかについて経理課において確認するとともに、 

 

予定価格調書については、封入後、金庫に保管し漏えい防止

に努めることとする。 

 

また、談合等の情報があった場合には、法人内に設置された

公正入札調査委員会において調査等を行うこととする。 

 

令和６年度においても入札談合等関与行為防止法の研修を実

施するなど、引き続きコンプライアンス意識の向上を図る。

【実施結果】 

 

○推進体制 

（１）契約監視委員会の活用 

監事及び外部有識者によって構成する契約監視委員会は、当

計画の策定及び自己評価の際の点検を行うとともに、これに関

連して、競争性のない随意契約、一者応札・応募の契約及び公

益法人向け支出について事後点検を行い、その審議概要を公表

する。 

 

・令和６年度においても、債券等の引受・募集等に係る契約につい

ては、全て一般競争入札等により競争性・透明性を確保した。 

【一般競争入札等による契約：100％】 

 

 

 

 

 

 

・随意契約については全て物品・役務提供に関する案件であり、こ

れらについては事前に入札・契約手続運営委員会等において理由

の整合性や競争性の導入可否について点検を実施した。 

【入札・契約手続運営委員会等による点検実施率：100％】 

 

 

 

・内部統制委員会において、令和６年度に締結した契約について

半期毎に点検（一者応札・応募となった契約、競争性のない随

意契約等について重点的に点検）を実施し、その結果について

組織全体で共有を図った。また、更なる競争性を高める取り組

みとして、参考見積の提出を受けたが入札不参加となった業者

へ不参加理由をヒアリングやシステム調達に関してＰＭＯ（Ｐ

ｏｒｔｆｏｌｉｏ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｏｆｆｉｃｅ）を

活用した仕様書の作成、応募要件等の見直しにより、改善を図

りつつ調達手続きを行った。 

【内部統制委員会等による点検実施率：100％】 

 

・契約手続規程に則り適正に契約が行われているか経理課にて 

確認した。 

 

・予定価格調書については、封入後、金庫に保管し漏えい防止に努

めた。 

 

・公正入札調査委員会については、談合等の情報がなかったことか

ら未開催。 

 

・全役職員を対象とした発注者綱紀保持についての講演を実施し、

コンプライアンス意識の向上を図った。 

 

契約監視委員会を実施し、令和７年度計画の策定及び令和６年度

自己評価の際の点検を行うとともに、競争性のない随意契約、一

者応札・応募の契約及び公益法人向け支出について事後点検を実

施し、審議内容を公表した。 

 

・一般競争入札 

【政府保証債の引受、政府保証債及び財投機関債の募集委託】 

25 件、16.7 億円 

・随意契約（確認公募） 

 【政府保証債の引受、政府保証債及び財投機関債の募集委託】 

  ２件、12.3 億円 

・企画競争入札 

【財投機関債の引受】 

14 件、７.７億円 

 

 

・随意契約件数 横浜三井ビル賃貸借契約等 17 件 

・委員会開催日（令和６年６月 25 日、令和７年２月 19 日、令和７

年３月７日） 
 ※随意契約にかかる委員会の開催日 

 

 

 

 

・内部統制委員会開催日（上期：令和６年 11 月 26 日、下期：令和

７年５月 27 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・発注者綱紀保持講演実施日（令和７年２月 26 日） 

  

別紙 
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業務実績等報告書様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅲ―１、２、３、４ １ 財務体質の強化、２ 予算、３ 収支計画、４ 資金計画 
当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 

 
２．主要な経年データ 
 

評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年度値等） R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

（参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

特になし        
        

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 債務の計画的な

返済に必要な毎事

業年度の貸付料を

収受するなど、業

務活動による収入

の確保を図るとと

もに、業務コスト

の縮減を進め、債

務の早期の確実な

返済を図ること。 

債務の計画的な

返済に必要な毎事

業年度の貸付料を

収受するなど、業

務活動による収入

の確保を図るとと

もに、業務コスト

の縮減を進め、債

務の早期の確実な

返済を図る。 

債務の計画的な

返済に必要な毎事

業年度の貸付料を

収受するなど、業

務活動による収入

の確保を図るとと

もに、業務コスト

の縮減を進め、債

務の早期の確実な

返済を図る。 

＜評価の視点＞ 

収入の確保を図ら

れているか、業務コ

ストの縮減が進めら

れているか。 

＜主要な業務実績＞ 

・今後の長期的な資金収支を見通した

結果判明した課題について、引き続き

各会社と認識を共有し、具体的な手立

てとして、各会社の債券発行年限及び

償還月等の最適化を更に進めた。ま

た、機構が発行する債券の年限につい

ても、年限の弾力化と債務引受額の平

準化を更に進めた。 

 

・債務引受額の平準化対策である道路

資 産 帰 属 計 画 に つ い て 、 令 和 元

（2019）年度、令和２（2020）年度、

令和３年度（2021）、令和４（2022）

年度、令和５（2023）年度に続いて、

令和６（2024）年度も 138 億円の道路

資産について実施することとなった。

また、他の未実施の会社についても、

道路資産帰属計画についての業務処理

上の課題やシステム的な課題について

議論を更に進め、実施に向けての取組

みを引き続き積み重ねた。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

・左記のとおり業

務を実施し、計画

を達成しているた

めＢとする。 

 

 

＜課題と対応＞ 

・特になし 

 

評定  
 

 ２予算（別表１の

とおり） 
２予算（別表１の

とおり） 
＜評価の視点＞ 
予算、収支計画、

資金計画を的確に策

定しているか。 

＜主要な業務実績＞ 
・予算の計画及び実績は別表１のとお

りである。 
 ３収支計画（別表

２のとおり） 
３収支計画（別表

２のとおり） 
＜主要な業務実績＞ 
・収支計画及び実績は別表２のとおり

である。 
 ４資金計画（別表

３のとおり） 
４資金計画（別表

３のとおり） 
＜主要な業務実績＞ 
・資金計画及び実績は別表３のとおり

である。 
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４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅳ 短期借入金の限度額 
当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 

 
２．主要な経年データ 
 

評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年度値等） R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

（参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

特になし        
        

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  一時的な資金不

足等に対処するた

め、短期借入金の

限度額は、単年度

9,600 億 円 と す

る。 

一時的な資金不

足等に対処するた

め、短期借入金の

限度額は、単年度

9,600 億 円 と す

る。 

＜評価の視点＞ 

短期借入金の限度

額を計画どおり設定

しているか。 

＜主要な業務実績＞ 

・一時的な資金不足等に対処するた

め、金融機関と当座貸越契約（限度額

合計 9,600 億円）を締結した。 

なお、一時的な資金不足等の事態は発

生しなかったため、短期借入れは行わ

なかった。 

 

＜評定と根拠＞  

評定：― 
 

 

＜課題と対応＞  

・特になし 

 

評定   

 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅴ  不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画 
当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 

 
２．主要な経年データ 
 

評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年度値等） R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

（参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

特になし        
        

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  道路の計画の変

更等に伴い不要財

産が発生した場合

には、これを売却

し、債務の返済に

充てる。 

道路の計画の変

更等に伴い不要財

産が発生した場合

には、これを売却

し、債務の返済に

充てる。 

＜評価の視点＞ 

不要財産が発生し

た場合には、売却

し、債務の返済に充

てているか。 

＜主要な業務実績＞ 

・国及び会社と綿密に事業調整した結

果、高速道路事業として不要となった

財産については、道路区域減を行った

上で売却し、債務の返済に充てた。（19

件、１．３億円）】 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

・左記のとおり業

務を実施し、計画

を達成しているた

めＢとする。 

  

＜課題と対応＞ 

・特になし 

 

評定  
 

 
 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 
 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅷ―２、３、４、５ 
  ６、７、８、１
０ 

２ 業務の実施について、３ 積極的な情報公開、４ 情報セキュリティ対策、５ 内部統制について、 
６ 国及び出資地方公共団体並びに会社との緊密な連携の推進、７ 環境への配慮、８ 危機管理、１０ 機構法第２１条第３項に規定する積立金の使途 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 
 
２．主要な経年データ 
 

評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年度値等） R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

（参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

会社及び関係行政機

関と連携した当該事

態を想定した訓練の

実施回数 

－ 
１回 

（前中期目標期間実績） 
８回 ３回 10 回   

災害に備えた機構独

自の非常参集訓練等

の実施回数 
－ 

３回 

（前中期目標期間実績） 
３回 ４回 ５回   

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 機構が実施すべ

き業務を厳格に実

施するため、「出向

職員は出向元に関

係する業務に携わ

らない」、「利益相

反が生じる場合に

は、出向元以外の

者がリーダーとな

っ て チ ー ム を 組

む」など、会社の

モラルハザード等

により機構の利益

を害する危険を防

ぐための措置を講

じること。 

 

また、多様な働

き方の観点から、

リモートワークの

推進など効率的な

運営体制の確保、

管理業務の簡素化

等に努めること。 

機構が実施すべ

き業務を厳格に実

施するため、「出

向職員は出向元に

関係する業務に携

わらない」、「利益

相反が生じる場合

には、出向元以外

の者がリーダーと

なってチームを組

む」など、会社の

モラルハザード等

により機構の利益

を害する危険を防

ぐための措置を講

じる。 

 

また、多様な働

き方の観点から、

リモートワークの

推進など効率的な

運営体制の確保、

管理業務の簡素化

等に努める。 

 

機構が実施すべ

き業務を厳格に実

施するため、会社

からの出向職員の

出向元の会社と機

構との利益が相反

するおそれがある

業務（特定業務）

について、会社の

モラルハザード等

により機構の利益

を害する危険を防

ぐために整備した

措置を遵守すると

ともに、職員の意

識啓発に引き続き

取り組む。 

さらに、多様な

働き方の観点か引

き続き、リモート

ワークの推進など

効率的な運営体制

の確保、業務の簡

素化等に努める。 

 

＜評価の視点＞ 

・内部規程を遵守

し、職員の意識啓発

に取り組んでいる

か。 

・効率的な運営体制

の確保、管理業務の

簡素化等に努めてい

るか。 

＜主要な業務実績＞ 

・当該業務の相手方である会社を出向

元とする職員以外の職員を責任者とす

る合議制の作業チームを構成して業務

を実施することとしており、人事異動

の都度、必要に応じて作業チームの構

成員を見直すことで当該業務を厳格に

行った。なお、令和６（2024）年度の

特定業務に係る決裁については、適正

に実施していることを確認した。 

・多様で柔軟な働き方が求められてい

る現状を踏まえ、引き続き、Ｗｉ－Ｆ

ｉルータ及び大型モニターの貸与、

050ＩＰ電話サービス、Ｍｉｃｒｏｓ

ｏｆｔ Ｔｅａｍｓを活用した在宅勤

務の体制を確保した。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

・左記のとおり業

務を実施し、計画

を達成しているた

めＢとする。 

  

＜課題と対応＞ 

・特になし 

 

評定  
 

機構の業務運営 機構の業務運営 機構の業務運営 ＜評価の視点＞ ＜主要な業務実績＞ 
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に関する透明性の

確保を図り、機構

が行う業務につい

ての説明責任を果

たすため、財務諸

表等の法定の開示

事項に加え、道路

資産の保有及び貸

付けの実態並びに

債務の返済状況に

ついて、積極的な

情報公開を行うこ

と。 

また、老朽化対

策・耐震対策の進

捗状況や交通量な

どの高速道路事業

の状況や機構の業

務運営に関し、国

民に効率的かつ効

果的に広く情報が

伝わるようホーム

ページ等を積極的

に活用すること。

こ の 場 合 に お い

て、そのアクセス

状況の調査・分析

などを通じて、会

社とも連携を図り

つつ、より利用者

のニーズに的確に

応えられるホーム

ページとなるよう

必要な改善を図る

こと。 

に関する透明性の

確保を図り、機構

が行う業務につい

ての説明責任を果

たすため、次に掲

げる取組を実施す

ることにより、積

極的な情報公開を

行う。 

 

 

 

 

また、老朽化対

策・耐震対策の進

捗状況や交通量な

どの高速道路事業

の状況や機構の業

務運営に関し、国

民に効率的かつ効

果的に広く情報が

伝わるようホーム

ページ等を積極的

に活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①情報公開の内容 

１）財務内容の公

開 

財務情報の透明

性の確保を図るた

め、財務諸表等を

積 極 的 に 公 開 す

る。その際、セグ

メント情報につい

て、可能な限り詳

細に示す。 

また、債券の

発行に伴い作成

する債券説明書

に関する透明性の

確保を図り、老朽

化対策・耐震対策

の進捗状況などの

高速道路事業の状

況や機構が行う業

務についての説明

責 任 を 果 た す た

め、次に掲げる取

組 を 実 施 す る な

ど、積極的な情報

公開を行う。 

 

その際、ホームペ

ージ、パンフレッ

ト、ファクトブッ

ク等で分かりやす

く提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①情報公開の内容 

１）財務内容の公

開 

財務情報の透明

性の確保を図るた

め、財務諸表等を

積 極 的 に 公 開 す

る。その際、セグ

メント情報につい

て、可能な限り詳

細に示す。 

また、債券の

発行に伴い作成

する債券説明書

①財務内容の公開 

ホームページ等で

積極的に公開してい

るか。 

②資産の保有及び貸

付状況の公開 

ホームページで公

開している「道路資

産の保有及び貸付け

状況」が随時更新さ

れているか。 

③債務の返済状況の

公開 

債務返済の計画と

実績の対比等の情

報、機構及び高速道

路事業全体の債務の

返済状況が適時適切

に公表されている

か。 

④債務返済の見通し

の根拠の公開 

債務返済の見通し

に関する根拠が公表

されているか 

⑤費用の縮減状況等

の公開 

費用の縮減状況等

が公表されている

か。 

⑥評価及び監査に関

する事項 

評価に関する情報

が適切にホームペー

ジで情報提供されて

いるか。 

⑦ホームページ等の

充実 

機構の業務運営に

係る透明性確保、説

明責任を果たすべ

く、機構の組織や業

務その他関連する情

報をホームページに

おいて積極的に分か

りやすく公開してい

るか。 

⑧業務パンフレット

等による広報 

・機構の業務運営の透明性を高め、説

明責任を果たすため、以下のとおり積

極的な情報公開を行った。 
 
① 情報公開の内容 

１）財務内容の公開 
・令和５（2023）年度の財務諸表を公

表した。（８月） 
  
・令和５（2023）年度の債務返済状

況、セグメント情報、高速道路の収支

状況、建設・維持・管理の状況、道路

資産の保有及び貸付状況を内容とする

高速道路事業関連情報を公表した。そ

の際、令和５（2023）年度のセグメン

ト情報については、全国路線網、地域

路線網（３路線網）及び一の路線（１

路線）ごとに公表し、かつ、全国路線

網については、会社別の情報も併せて

公開した。また、会社の協力により提

供を受けた会社情報を総括し、６会社

の高速道路関連の情報を一覧形式で分

かりやすく公表した。（８月） 
 
・年度決算や最新の協定に関する情報

等を反映した債券説明書を10月に公表

するとともに、財投機関債を発行する

都度、証券情報を公表した。 
 

２）令和５（2023）年度末の協定変更

を反映し、公表している「道路資産の

保有及び貸付状況」を４月に更新し

た。 
 
３）債務の返済状況の公開 

・令和５（2023）年度の機構の収支予

算の明細に基づく債務返済の計画と実

績の対比等の情報について、機構及び

会社の収入、支出、引受け債務（引渡

し債務）及び債務残高の項目の内訳を

含め、計画額、実績額及びその差額、

さらに差異の根拠、分析等の説明を付

して公表した。（８月） 

 

・令和５（2023）年度における会社も

含めた高速道路事業全体の債務残高及

び債務返済状況について公表した。

（８月） 
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についても、公

表する。 

 

２）資産の保有及

び貸付状況の公開 

高速道路に係る

道路資産の保有及

び貸付状況（保有

及び貸付延長、貸

付 先 、 貸 付 期 間

等）を公表する。 

３）債務の返済状

況の公開 

債務返済の計画

と実績の対比等の

情報について、差

異の根拠、分析等

も含め、内容を公

表する。また、会

社も含めた高速道

路事業全体の債務

残高及び債務返済

状況も公表する。 

 

 

 

４）債務返済の見

通しの根拠の公開 

協定に基づいて

策定される最新の

知見による債務返

済の見通しに関す

る根拠（金利、交

通量、収入、経済

動向等）について

公表する。 

５）費用の縮減状

況等の公開 

高 速 道 路 の 新

設、改築及び修繕

に関するコスト縮

減 の 情 報 に つ い

て、債務引受額、

コスト縮減額、助

成額及び会社の経

営努力の内容を公

表する。 

また、会社の

協力を得て、会

についても、公

表する。 

 

２）資産の保有及

び貸付状況の公開 

公 表 し て い る

「道路資産の保有

及び貸付状況」を

更新する。 

 

 

３）債務の返済状

況の公開 

機構の収支予算

の明細に基づく債

務返済の計画と実

績の対比等の情報

について、差異の

根拠、分析等も含

め、内容を公表す

る。また、決算時

において、会社も

含めた高速道路事

業全体の債務残高

及び債務返済状況

も公表する。 

４）債務返済の見

通しの根拠の公開 

債務返済の見通

し に 関 す る 根 拠

（金利、交通量、

収 入 、 経 済 動 向

等）について公表

する。 

 

 

５）費用の縮減状

況等の公開 

高速道路の新

設、改築及び修

繕に関するコス

ト縮減の情報に

ついて、該当す

る工事の債務引

受額、コスト縮

減額、助成額及

び会社の経営努

力の内容を公表

する。 

機構の目的や業務の

内容について、パン

フレットやファクト

ブック等を活用する

ことにより、情報を

分かりやすく提供し

ているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）債務返済の見通しの根拠の公開 

・Ⅰ－２－①に記載した会社との協定

の見直しに併せて、業務実施計画の見

直しを行い、その際に用いた債務返済

計画の見通しに関する根拠を公表し

た。（８月、３月） 

 

５）費用の縮減状況等の公開 

・令和５（2023）年度の助成額及びコ

スト縮減額について公表した。（５

月） 

 

・令和６（2024）年度に開催した「高

速道路の新設等に要する費用の縮減に

係る助成に関する委員会」（以下「助

成委員会」という。）で審議した会社

の経営努力の内容について、助成委員

会終了後に公表した。（７月、１月） 

６）道路管理の状況等の公開 

・道路管理の状況及び利便性の向上を

示す客観的指標（アウトカム指標）の

実績等について公表した。（12 月） 

 
７）評価及び監査に関する事項 
以下の項目について、公表した。 
・令和５（2023）年度 

業務実績報告及び自己評価（６月） 
業務実績評価（９月） 
・令和５（2023）年監事監査報告（８

月） 

・令和５（2023）年会計監査報告（８

月） 
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社が行う高速道

路の維持、修繕

その他の管理に

要する費用の縮

減の内容を公表

する。 

 

 

６）道路管理の状

況等の公開 

道路管理の状況

及び利便性の向上

を示す客観的な指

標（アウトカム指

標）を公表する。 

 

７）評価及び監査

に関する事項 

年度業務実績評

価 、 監 事 監 査 報

告、会計監査報告

等について、公表

する。 

 

②情報公開の方法 

１）ホームページ

による情報公開 

上記①に掲げる

情報提供に当たっ

ては、ホームペー

ジに掲載し、積極

的な情報公開に努

める。なお、英語

版のホームページ

についても、迅速

な更新に努める。

引き続き、道路利

用者の利便性を高

めるため、会社と

共同し、高速道路

料金施策について

の総括的なページ

と し て 充 実 を 図

る。 

また、ホームペ

ージのアクセス状

況の調査・分析な

どを通じて、会社

とも連携を図りつ

また、会社の

協力を得て、会

社が行う高速道

路の維持、修繕

その他の管理に

要する費用の縮

減の内容を公表

する。 

６）道路管理の状

況等の公開 

道路管理の状況

及び利便性の向上

を示す客観的な指

標（アウトカム指

標）を公表する。 

 

７）評価及び監査

に関する事項 

年度業務実績評

価 、 監 事 監 査 報

告、会計監査報告

等について、公表

する。 

 

②情報公開の方法 

１）ホームページ

による情報公開 

上記①に掲げる

情報提供に当たっ

ては、ホームペー

ジに掲載し、積極

的な情報公開に努

める。なお、英語

版のホームページ

についても、迅速

な更新に努める。

引き続き、道路利

用者の利便性を高

めるため、会社と

共同し、高速道路

料金施策について

の総括的なページ

と し て 充 実 を 図

る。 

また、ホームペ

ージのアクセス状

況 を 引 き 続 き 調

査・分析するとと

もに、会社とも連

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 情報公開の方法 
１）ホームページによる情報公開 
・上記の情報については、迅速にホー

ムページに掲載するとともに、法定書

類等については各事務所（機構本部、

関西業務部）に備え置いて閲覧に供し

た。 
 
２）業務パンフレット等による情報公

開 
・パンフレット「高速道路機構の概要

2024(デジタル版及び冊子版)」、「高速

道路の概要 2024 英語版（冊子版）」及

び「高速道路機構ファクトブック 2024

（デジタル版）」を作成し、ホームペ

ージで公表及び関係機関等に配付して

情報提供を行った。 
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つ、より利用者の

ニーズに的確に応

えられるホームペ

ージとなるよう必

要な改善を図る。 

 

 

２）業務パンフレ

ット等による情報

公開 

機構の目的や業

務 の 内 容 に つ い

て、パンフレット

等を活用すること

により、情報の提

供を行う。 

携を図りつつ、よ

り利用者のニーズ

に的確に応えられ

るホームページと

なるよう充実を図

る。 

 

２）業務パンフレ

ット等による情報 

公開 

機構の目的や業

務 の 内 容 に つ い

て、パンフレット

やファクトブック

等を活用すること

により、情報を分

かりやすく提供す

る。 

３「サイバーセキ

ュリティ戦略」（令

和３年９月 28 日閣

議決定）等の政府

の方針を踏まえ、

引き続きサイバー

攻撃等の脅威への

対処に万全を期す

とともに、保有す

る個人情報の保護

を含む適切な情報

セキュリティ対策

を推進すること。 

 

４「サイバーセキ

ュリティ戦略」

（令和３年９月 28

日閣議決定）等の

政府の方針を踏ま

え、関連する規程

類を適時適切に見

直す。 

また、これに基

づき、情報セキュ

リティインシデン

ト対応の訓練や情

報セキュリティ対

策に関する教育な

どの情報セキュリ

ティ対策を講じ、

情報システムに対

するサイバー攻撃

への防御力、攻撃

に対する組織的対

応能力の強化に取

り組むとともに、

これらの対策の実

施状況を毎年度把

握し、ＰＤＣＡサ

イクルにより情報

セキュリティ対策

の改善を図る。 

さらに、リモー

トワーク時におけ

る端末の紛失・盗

４「サイバーセキ

ュリティ戦略」

（令和３年９月 28

日閣議決定）等の

政府の方針を踏ま

え、関連する規程

類を適時適切に見

直す。 

また、これに基

づき、情報セキュ

リティインシデン

ト対応の訓練や情

報セキュリティ対

策に関する教育な

どの情報セキュリ

ティ対策を講じ、

情報システムに対

するサイバー攻撃

への防御力、攻撃

に対する組織的対

応能力の強化に取

り組むとともに、

これらの対策の実

施状況を毎年度把

握し、ＰＤＣＡサ

イクルにより情報

セキュリティ対策

の改善を図る。 

さらに、リモー

トワーク時におけ

る端末の紛失・盗

＜評価の視点＞ 

情報セキュリティ

対策を推進している

か。 

＜主要な業務実績＞ 

情報セキュリティに関する対策とし

て、情報セキュリティポリシー等を見

直すとともに情報セキュリティ対策を

総合的に推進するための計画等を策定

し、以下のとおり取組を実施した。 

・教育 

啓発ポスター、メールマガジン、標的

型メール訓練及び動画研修（着任者を

対象とした動画研修は着任日の業務開

始前に実施。） 

・内部監査 

業務システムの運用状況の監査を実施 

・インシデント対処訓練 

ＣＳＩＲＴを対象としたシナリオ演習

形式による情報セキュリティインシデ

ント対処訓練を実施 

・自己点検 

情報セキュリティポリシー及び関連規

程に規定される遵守事項について、正

しく認識できているか問題形式で点検

を実施 

また、取組の結果判明した課題につい

て、次年度の情報セキュリティ対策を

総合的に推進するための計画に反映す

ることでＰＤＣＡサイクルによる情報

セキュリティの改善を図った。 

さらに、リモートワーク時における端

末の紛失・盗難、重要情報の窃取、不

正アクセスなどに対応するため、Ｉｎ

ｔｕｎｅ導入に係る契約手続きを実施
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難、重要情報の窃

取、不正アクセス

などに対して、ソ

フト・ハード両面

でのセキュリティ

強化を継続して実

施する。 

 なお、保有する

個人情報について

は、個人情報の保

護に関する法律

（平成 15年法律第

57 号）に基づき、

適切な対応を行

う。 

難、重要情報の窃

取、不正アクセス

などに対して、ソ

フト・ハード両面

でのセキュリティ

強化を継続して実

施する。 

 なお、保有する

個人情報について

は、個人情報の保

護に関する法律

（平成 15年法律第

57 号）に基づき、

適切な対応を行

う。 

した。 

４内部統制につい

ては、「独立行政法

人の業務の適正を

確保するための体

制等の整備」（平成

26 年 11 月 28 日付

け総務省行政管理

局長通知）を踏ま

え、理事長のリ 

ー ダ ー シ ッ プ の

下、引き続き必要

な規程類や体制の

整備を行い、内部

統制システムの充

実及び監事機能の

実効性の向上に努

めるとともに、内

部統制の仕組みが

有効に機能してい

るかの点検・検証

を行い、これらの

点検・検証を踏ま

え、当該仕組みが

有効に機能するよ

う見直しを行うこ

と。 

５内部統制につい

ては、「独立行政法

人の業務の適正を

確保するための体

制等の整備」(平成

26 年 11 月 28 日付

け総務省行政管理

局長通知)を踏ま

え、業務方法書に

定めた事項を確実

に実施するととも

に、内部統制が有

効 に 機 能 す る よ

う、理事長のリー

ダ ー シ ッ プ の 下

で、継続的な内部

統 制 の 実 態 の 検

証・確認、必要な

規程類や体制の整

備・見直し等を行

うことを通じて、

内部統制システム

の 充 実 を 図 る ほ

か、監事機能の実

効性の向上に努め

る。 

５内部統制につい

ては、「独立行政法

人の業務の適正を

確保するための体

制等の整備」(平成

26 年 11 月 28 日付

け総務省行政管理

局長通知)を踏ま

え、業務方法書に

定めた事項を確実

に実施するととも

に、内部統制が有

効 に 機 能 す る よ

う、理事長のリー

ダ ー シ ッ プ の 下

で、継続的な内部

統 制 の 実 態 の 検

証・確認、必要な

規程類や体制の整

備・見直し等を行

うことを通じて、

内部統制システム

の 充 実 を 図 る ほ

か、監事機能の実

効性の向上に努め

る。 

＜評価の視点＞ 

内部統制の更なる

充実・強化が図られ

ているか。 

＜主要な業務実績＞ 

１）通則法の改正に伴い内部統制の充

実・強化を図るため整備した業務体制

等の下で、役員会のほか、内部統制委

員会（令和６年５月、11 月）、資金調

達・運用及び金融機関等選定審査委員

会（８回）、入札・契約手続運営委員

会（７回）及び契約監視委員会（６

月）を開催した。 

 

２）債務の確実な返済に影響を与える

金利、交通量等の変動について、幹部

連絡会において常時把握するととも

に、役員会・内部統制委員会等におい

て債務返済の計画と実績の対比、要因

分析等を行うことにより、リスクへの

適切な対応を行っている。 

また、内部統制委員会において、リス

クの把握、対応策の状況及びリスクの

評価について確認した。（令和６年５

月、11 月） 

 

３）法人文書の管理に関して、「行政

文書の管理に関するガイドライン」に

対応した規程の整備及び組織内に文書

管理プロセス全体の留意事項の周知を

図るとともに、内閣府等が実施してい

る行政文書管理に関するセミナーや研

修等に参加し、最新の情勢や法改正等

の情報を把握することで担当者の知識

向上に努めた。 

 

４）監事による内部統制システムの構

築及びその運用状況等に係る監査が行
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われ、機構に関する省令に掲げる監査

報告がまとめられ、監事から理事長等

に提出された。 

 

５業務の実施に当

たっては、国及び

出資地方公共団体

並びに会社との緊

密な連携を図るこ

と。 

６国及び出資地方

公共団体並びに会

社の協力を得て、

円滑に業務を実施

するため、これら

関係機関と積極的

に情報及び意見の

交換を行うなど、

緊 密 な 連 携 を 図

る。 

６国及び出資地方

公共団体並びに会

社の協力を得て、

円滑に業務を実施

するため、これら

関係機関と積極的

に情報及び意見の

交換を行うなど、

緊 密 な 連 携 を 図

る。 

＜評価の視点＞ 

関係機関と情報及び

意見の交換が行われ

ているか。 

＜主要な業務実績＞ 

・国、会社、機構間で緊密な連携を図

るため、役員クラスでの調整会議のほ

か、部長会議等の定期的な開催、事務

レベルでの案件に応じた調整会議等を

通じて、情報及び意見の交換を行っ

た。 

 

・また、出資地方公共団体とも、機構

の決算説明会、出資説明会、事業説明

会、会社の決算説明会及び事業説明会

等を通じて、情報及び意見の交換を行

った。 

６物品等の調達を

行 う に 当 た っ て

は、環境物品等の

調達により、環境

への負荷の低減に

配慮すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７環境への負荷の

低減に配慮した調

達を推進する。 

なお、環境物品

等の調達について

は、国等による環

境物品等の調達の

推進等に関する法

律（平成 12 年法律

第 100 号）に基づ

き行うこととし、

中期目標期間中に

おける特定調達品

目については、国

が定めた「環境物

品等の調達の推進

に 関 す る 基 本 方

針」に規定された

判断の基準を満た

したもの（特定調

達 物 品 等 ） を

100％調達する。 

 

 また、「独立行

政法人日本高速道

路保有・債務返済

機構がその事務及

び事業に関し温室

効果ガスの排出の

削減等のため実行

すべき措置につい

て定める計画」を

７環境への負荷の

低減に配慮した調

達を推進する。 

なお、国等によ

る環境物品等の調

達の推進等に関す

る法律（平成 12 年

法律第 100 号）に

基づく「令和６年

度における環境物

品等の調達の推進

を 図 る た め の 方

針」を策定し、環

境物品等の調達を

行うこととし、特

定調達品目につい

ては、国が定めた

「環境物品等の調

達の推進に関する

基本方針」に規定

された判断の基準

を満たしたものを

100％調達する。 

また、「独立行

政法人日本高速道

路保有・債務返済

機構がその事務及

び事業に関し温室

効果ガスの排出の

削減等のため実行

すべき措置につい

て定める計画」を

＜評価の視点＞ 

法令等に基づき環

境物品等を調達して

いるか。 

＜主要な業務実績＞ 

１）「国等による環境物品等の調達の

推進等に関する法律（平成12年法律第

100 号）」に基づき「令和６年度におけ

る環境物品等の調達の推進を図るため

の方針」を策定の上（４月）、環境物

品等の調達を行うこととし、特定調達

品目については、国が定めた「環境物

品等の調達の推進に関する基本方針」

に規定された判断の基準を満たしたも

のを 100％調達した。 

 

・政府実行計画等に準じ、2013 年度を

基準として、機構の事務及び事業に伴

い直接的及び間接的に排出される温室

効果ガスの総排出量を2030年度までに

50％以上削減することを目標に、具体

的には、事務用機器の省エネ型機器へ

の切替、電気使用量の抑制（休憩時間

の消灯徹底等の節電対策）など、本計

画に盛り込まれた措置を着実に実施し

た。 
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踏まえ、温室効果

ガスの排出抑制に

向けて取組みを行

う。 

踏まえ、温室効果

ガスの排出抑制に

向けて取組みを行

う。 

 

 

 

 

７会社及び関係行

政 機 関 と 協 力 し

て、大規模な交通

事故、地震災害等

不測の事態が生じ

たことによる影響

を最小限度にとど

めるために、より

一層の迅速、的確

かつ効果的な対応

を取ることができ

るよう体制を確立

し、日頃から高速

道路の供用に重大

な影響を与える事

態を想定した情報

の収集、伝達等に

関する訓練を実施

するなど、これま

での取組状況も踏

まえ、会社とも連

携を図りつつ、危

機管理能力の一層

の 向 上 を 図 る こ

と。 

（指標） 

・会社及び関係行

政機関と連携した

当該事態を想定し

た訓練の実施回数 

（前中期目標期間

実績＊：１回/年） 

*前中期目標期間 

実績：平成 30 年

度から令和３年度

までの平均値 

・災害に備えた機

構独自の非常参集

訓練等の実施回数 

（前中期目標期間

実績＊：３回/年） 

*前中期目標期間

実績：平成30年度

８地震、風水害、

大規模な交通事故

等により高速道路

の供用に重大な影

響を与える事態が

発 生 し た 場 合 に

は、防災業務計画

等に基づき、重要

業務を遅滞なく執

行するとともに、

会社及び関係行政

機関と協力して、

迅速かつ的確な情

報収集、伝達等の

措置を講ずる。 

特に、大規模災

害等により機構本

部での重要業務の

継続が困難な場合

には、関西業務部

に お い て 代 行 す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、会社及び

関係行政機関と連

携し、当該事態を

想定した訓練を実

施するとともに、

災害に備えた機構

独自の非常時参集

訓練や重要業務の

継続訓練等を実施

することにより、

迅速、的確かつ効

果的な対応が取れ

るよう体制を強化

８地震、風水害、

大規模な交通事故

等により高速道路

の供用に重大な影

響を与える事態が

発 生 し た 場 合 に

は、防災業務計画

等に基づき、重要

業務を遅滞なく執

行するとともに、

会社及び関係行政

機関と協力して、

迅速かつ的確な情

報収集、伝達等の

措置を講ずる。 

特に、大規模災

害等により、各事

務所（機構本部、

関西業務部）にお

いて防災業務計画

に定める重要業務

の継続が困難な場

合には、もう一方

の事務所において

手続を行うほか、

重要業務を継続さ

せるために会社に

おいて手続を実施

できるよう構築し

た仕組みを、会社

と連携して適切に

運用する。 

また、災害等へ

の迅速、的確かつ

効果的な対応が取

れるよう体制を強

化し、危機管理能

力の向上を図るた

め、会社及び関係

行 政 機 関 と 連 携

し、当該事態を想

定した訓練を実施

するとともに、災

害に備えた機構独

自の非常時参集訓

＜主な定量的指標＞ 

・会社及び関係行政

機関と連携した当該

事態を想定した訓練

の実施回数 

・災害に備えた機構

独自の非常参集訓練

等の実施回数 

 

＜その他の指標＞ 

・災害時における会

社及び関係機関と協

力した迅速かつ的確

な情報収集・伝達等

の措置状況 

・大規模災害に備え

た訓練の定期的な実

施 

＜評価の視点＞ 

・災害時に会社及び

関係機関と協力し、

迅速かつ的確な情報

収集・伝達等を行っ

たか。 

・大規模災害に備え

た訓練を定期的に実

施したか。 

＜主要な業務実績＞ 

１）防災業務計画に基づく的確な対応 

・災害が発生した際には、災害の規模

に応じて、体制を構築した。 
 
・災害が発生した場合には、交通の危

険防止のための通行の禁止など、会社

からの要請に基づき、必要な措置を迅

速かつ的確に行った。（地震、降雨、

大雪、その他災害 177 件） 

 

・災対法区間指定により速やかに滞留

車の排除をするため、雪のシーズン前

に会社との手続き確認や災対法適用訓

練（10 回）を実施。 
 
・災害の発生に備え、計画的に防災訓

練を実施した。（基本動作訓練：１

回、安否登録訓練・参集応答訓練：３

回、非常参集・関西本部設置訓練：２

回） 
 
２）防災業務計画の充実 
・防災業務計画の充実を図るために、

内容の検証を行った。 
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から令和３年度ま

での平均値 

 

し、危機管理能力

の一層の向上を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

練や重要業務の継

続訓練等を適宜実

施する。 

なお、災害対策

基本法に基づく道

路区間指定の適用

事例を引き続き検

証し、必要に応じ

て体制・運用の充

実・強化を図る。 

 １０本州と四国を

連絡する鉄道施設

の管理を行う業務

とする。 

１０前中期目標期

間に取得した鉄道

施設に係る償却資

産の当年度分の減

価償却及び除却を

行 う 費 用 に 充 て

る。 

＜評価の視点＞ 

当年度分の減価償

却及び除却を行う費

用に充てているか。 
 

＜主要な業務実績＞ 

・前中期目標期間繰越積立金71億円の

うち、令和６（2024）年度は、減価償

却に充てるため２.０億円を取り崩し

た。（３月）  
 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅷ―９ ９ 人事に関する計画 
当該項目の重要度、困難

度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 

 
２．主要な経年データ 
 

評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年度値等） R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

（参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情

報 
特になし        
        

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 ①機構の業務に必

要な能力・専門性

を 向 上 さ せ る た

め、人材育成を計

画的に行い、機構

の組織力向上と職

員間のノウハウの

承継を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

また、職員の能

力発揮や意欲向上

に 努 め る と と も

に 、 ワ ー ク ラ イ

フ・バランスの推

進やコンプライア

ンスの徹底などに

積極的に取り組む

こと。 

 上記の留意すべ

き事項を踏まえ、

人材確保・育成方

針 を 策 定 す る こ

と。 

 

 

①機構の業務に必

要な能力・専門性

を向上させるた

め、人材育成を計

画的に行い、各種

の研修・講習会等

を実施し、機構の

組織力向上と職員

間のノウハウの承

継を図る。 

 

 

 

 

 

また、各職員の

所属長による人事

評価を通じて、職

員の能力及び実績

を適正かつ厳格に

評価し、個々の職

員の勤務成績を処

遇に反映させ、職

員の能力発揮や意

欲向上に努めると

ともに、人事評価

の結果を踏まえた

効果的な人材育成

を行うなど人材育

成・人事評価のサ

イクルを適切にま

①機構の業務に

必要な能力・専

門 性 を 向 上 さ

せ、人材育成を

計画的に行うた

め、バックグラ

ウンドの異なる

出向者が集まる

組織の特性を踏

まえた各種の研

修・講習会等を

実施し、機構の

組織力向上職員

間のノウハウの

承継を図る。 

また、各職員の

所属長による人事

評価を通じて、職

員の能力及び実績

を適正かつ厳格に

評価し、個々の職

員の勤務成績を処

遇に反映させ、職

員の能力発揮や意

欲向上に努めると

ともに、人事評価

の結果を踏まえた

効果的な人材育成

を行うなど人材育

成・人事評価のサ

イクルを適切にま

＜評価の視点＞ 

・人材確保・育成方

針が策定されている

か。 

・機構の組織力強

化・向上、職員の能

力・専門性向上に向

けた取り組みが行わ

れているか。 

・ワークライフ・バ

ランスの推進やコン

プライアンスの徹底

などに取り組んでい

るか。 

・役職員の給与水準

の適正化に取り組ん

だか。 

＜主な業務実績＞ 

① 

〇前提・現状 

・全職員が国または会社からの出向者

で構成され、２年前後で職員が入れ替

わるため、組織能力の継続性の確保が

困難な人事構成である。 

 

〇具体的な取組内容 

【人材確保及び人材育成に係る方針、

計画の策定・実施】 

・適切な人材の確保と人材育成による

職員のスキル向上を車の両輪と位置づ

けた「人材確保・育成方針」（令和元

年７月策定、令和５年３月改正）に基

づき、令和６年３月に職員のスキルと

機構の組織能力の持続的向上の実現に

向けた「令和６年度人材育成計画」を

策定・実施させた。 

 

【外部専門人材の活用】 

・全職員が国及び会社からの出向者で

構成されている機構においては、情報

システムや情報セキュリティに関する

専門的知識を有している者の確保が大

きな課題となっていたところ、昨年度

末に外部専門人材を活用したＰＭＯを

設置し、令和６年度から本格運用を開

始することにより、組織力の向上を図

った。 

・令和６年度においては、基幹ＬＡＮ

評定： Ａ 
・業務上の課題を

より具体化し、全

職員が課題解決に

取り組むアクショ

ンに基づく業務遂

行を引き続き推進

することにより、

人材確保・人材育

成に係る具体的な

取り組みの確実な

実施、業務進捗の

管理を行うことは

元より、魅力ある

組織への改善を図

る 取 り 組 み を 充

実・強化すること

により、機構の組

織力向上を確保し

た。 
・具体的には、機

構で行っている占

用許可等の定型的

な業務については

外部委託を活用す

ることにより、職

員には高度な知識

を要する業務（情

報システム等）に

取り組むことによ

る業務効率化を促

評定  
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② 人員の適正な配

置により業務運営

の効率化を図るこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③「独立行政法人

改革等に関する基

本的な方針（平成

25 年 12 月 24 日閣

議決定）」を踏ま

え、給与水準につ

いては、国家公務

員の給与水準も十

分考慮し、手当を

含め役職員給与の

在り方について厳

わす。 

これらに加え、

職員一人ひとりが

働きやすい職場づ

くりを目指し、リ

モートワーク等を

含めた勤務環境・

体制の整備、育

児・介護等の両立

のための支援、女

性活躍の推進、ワ

ークライフ・バラ

ンスの推進やコン

プライアンスの徹

底などに積極的に

取り組むことで、

組織力向上・強化

に努める。 

上記の留意すべ

き事項を踏まえ、

人材確保・育成方

針を策定する。 

 

 

 

 

②中期目標期間中

の事務・事業の内

容を踏まえて、必

要かつ適正な水準

の常勤職員数とな

るように努めると

ともに、人員の適

正な配置により業

務運営の効率化を

図る。 

 

 

③「独立行政法人

改革等に関する基

本的な方針（平成

25 年 12 月 24 日閣

議決定）」を踏ま

え、給与水準につ

いては、通則法に

基づき国家公務員

の給与水準も十分

考慮し、手当を含

め役職員給与の在

わす。 

これらに加え、

職員一人ひとり

が働きやすい職

場づくりを目指

し、リモートワ

ーク等を含めた

勤務環境・体制

の整備、育児・

介護等の両立の

ための支援、女

性活躍の推進、

ワークライフ・

バランスの推進

やコンプライア

ンスの徹底など

に積極的に取り

組むことで、組

織力向上・強化

に努める。 

上記の留意す

べき事項を踏ま

え、人材確保・

育成方針を策定

する。 

 

②事務・事業の

内 容 を 踏 ま え

て、必要かつ適

正な水準の常勤

職員数となるよ

うに努めるとと

もに、人員の適

正な配置により

業務運営の効率

化を図る。 

 

 

③「独立行政法人

改革等に関する基

本的な方針（平成

25年 12月 24日閣

議決定）」を踏ま

え、給与水準につ

いては、通則法に

基づき国家公務員

の給与水準も十分

考慮し、手当を含

め役職員給与の在

の更新やパスワードポリシーの適用等

にあたり様々な支援を受け、情報セキ

ュリティのレベルが向上する取り組み

を行った。 

・また、ＤＸやＡＩに関する感度を高

める取り組みとして、外部専門人材を

講師とした生成ＡＩに関する勉強会を

実施し、能力・専門性の向上を図っ

た。 

【人材育成の方針】 

・職員のスキル向上により、機構の組

織能力の向上及び出向期間中の能力向

上が出向元から評価され、機構への出

向機会が有益かつ好循環となるよう人

材育成に取り組んだ。 

・日常の業務によるＯＪＴを基本と

し、管理職員が職員の職務・職責に応

じて業務遂行に必要なスキルを的確に

把握した上で、研修等により組織能力

の向上を図ってきた。 

 

【研修等による人材育成】 

・「機構内ゼミナール」を継続的に実

施した。 

1) 外部講師によるゼミナール（４回） 

業務上の適正な対応のあり方等の理解

を深め、職員が幅広い視野で物事を捉

える能力の向上を図った。 

2)職員からの業務説明会（４回） 

業務内容を紹介する機会により、機構

全体への理解を深め、コミュニケーシ

ョンの活性化及び職員の発表による説

明力の向上を図った。 

3)幹部発表会（２回） 

社会・経済情勢が変化・多様化してい

く中、役員を含む部長以上の管理職か

らの講話により、職員が「気づき」を

得る機会を図った。 

・着任後間もない職員間のコミュニケ

ーション力向上、円滑な職場環境の醸

成を目的として、「チームビルディン

グ研修」を実施（２回）した。これに

より、職員間の関係性を強化し、自発

的協力行動、相互理解等の重要性の理

解促進に取り組んだ。 

・着任者を対象としたオリエンテーシ

ョンを導入し、これまでと異なる職場

環境に即対応ができるよう、業務開始

前に情報セキュリティへの意識の醸成

し、機構での業務

経験が今後のキャ

リアパスに活かさ

れるよう、道路行

政の一翼を担う組

織として、魅力あ

る組織の構築に取

り組んでおり、機

構の組織力強化・

向 上 、 職 員 の 能

力・専門性の向上

を確保した。 
・更に、人材確保

に寄与する取り組

みとして、ＡＩな

どの先端技術を活

用することが今後

必要不可欠である

ところ、ＩＴ関係

の研修を受講させ

るとともに、ＤＸ

やＡＩに関して感

度の高い人材の育

成への検討を進め

ており、組織力の

強化に向けた取り

組みを実施した。 
・人事異動におけ

る業務の継続性の

確保として、同一

部署において複数

の職員が同時期に

異動することを避

けるべく、出向元

との調整により、

職員の重複時期を

確保し、組織能力

の継続性を確保し

た。 
・人材育成におい

ては、人材育成計

画に沿った確実な

実施に取り組んで

おり、各種研修の

実施を始め、機構

業務全体への理解

を深め、説明能力

の向上、職員の意

識改善及び気づき
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し く 検 証 し た 上

で、事務・事業の

特性を踏まえ、合

理的な給与水準と

するとともに、そ

の検証結果を公表

すること。 

り方について厳し

く検証した上で、

事務・事業の特性

を踏まえ、合理的

な給与水準とする

とともに、その検

証 結 果 を 公 表 す

る。 

り方について厳し

く検証した上で、

事務・事業の特性

を踏まえ、合理的

な給与水準とする

とともに、その検

証結果を公表す

る。 

に資する必要事項等を確認・習得させ

ることにより、リスク回避及び業務効

率化に取り組んだ。 

・中日本高速道路㈱の協力により、安

全啓発館研修を実施（２回：計 25

名）した。職員一人ひとりが道路行政

の社会的意義を認識し、業務へのモチ

ベーション向上及び安全意識の向上に

取り組んだ。なお、全ての受講者から

「業務遂行に役に立つ」、「安全啓発館

の研修は良かった」との高評価を得て

おり、組織能力の向上にも寄与してい

る。 

・情報システムの適切な整備及び管理

を行う観点から、ＰＭＯの支援を受け

つつ、令和６年度から新たにシステム

担当者を対象として、ＩＴリテラシー

研修を実施することにより、情報セキ

ュリティへの理解を深め、適正な情報

管理及び組織的な安全性の確保に取り

組んだ。 

・また、ＤＸやＡＩに関する感度を高

める取組を実施し、機構への出向期間

中は元より、出向元に復職した際にも

これらの能力が発揮され、高速道路を

取り巻く環境全体でイノベーティブな

業務へ寄与できるようＩＴスキルの向

上に取り組んだ。 

・研修等の受講実績推移 

67 名（令和４（2022）年度） 

75 名（令和５（2023）年度） 

71 名（令和６（2024）年度） 

※研修受講対象職員の受講率 100％ 

 

【働きやすい職場環境】 

・多様で柔軟な働き方が求められてい

る状況を踏まえ、在宅勤務時に必要な

Ｗｉ－Ｆｉルータ及び大型モニターの

貸与、050ＩＰ電話サービス、Ｍｉｃ

ｒｏｓｏｆｔ Ｔｅａｍｓの活用を継

続して実施した。また、始業、終業時

刻の特例措置として、７区分による時

差通勤にも取り組んだ。 

・衛生委員会、幹部連絡会等における

休暇取得状況の情報共有、所属長へ課

員の休暇取得状況の情報提供及び休暇

取得を促すことにより、全職員が夏季

休暇（７日）の取得を達成（令和６年

度：100％、令和５年度：99.6％）。ま

を得る機会を創出

しつつ、組織間の

コミュニケーショ

ン力の向上にも励

んでいる。また、

着任者へのフォロ

ーによる業務の効

率 化 も 進 め て お

り、計画的な実施

かつ専門性の向上

を図った。 
・働きやすい職場

づくりへの取り組

みとして、引き続

き、在宅勤務に必

要 な 環 境 を 整 備

し、休暇取得の促

進等によるワーク

ライフ・バランス

の確保に努められ

ている。また、職

場内のハラスメン

ト防止に取り組む

とともに、育児・

介護等の両立のた

めの支援に積極的

に 取 り 組 ん で お

り、組織力向上・

強化を図った。 
 
 これらを踏まえ

てＡ評価とする。 
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た、年次休暇（５日取得の義務化）に

ついても、休暇取得状況の進捗管理及

び計画的な休暇取得の促進により、全

職員が年次休暇５日の取得に取り組ん

だ。 

・心身の健康の維持、増進、ワークラ

イフ・バランスの確保及び計画的かつ

効率的な業務執行に努めるための定時

退社を「リフレッシュＤａｙ」（毎水

曜日、毎月給与支給日、夏季及び年末

特別手当支給日）として位置づけ、リ

フレッシュＤａｙ当日の朝に全職員へ

メールする等し、定時退社の実践を促

した。 

・人権委員会（４回開催）による全役

職員を対象としたハラスメントに関す

るアンケートを２回実施し、本アンケ

ートを活用してハラスメントを予防す

るとともに、委員会として個々の事案

について迅速に対処することにより、

風通しの良い働きやすい職場環境づく

りに取り組んだ。 

・メンター制の実施により、着任直後

の若手職員（メンティ）が機構に馴染

むまで（約半年間）、所属が異なるベ

テラン職員（メンター）がサポートし

た。なお、メンティから「不安の解

消」等、制度への高評価に加え、メン

ターも人材育成意識が向上する機会と

なり、組織力の強化に繋がった。 

・国の制度に合わせ、扶養手当の段階

的な見直し、通勤手当の支給要件の拡

大、子の看護休暇の対象範囲の拡大等

の措置を進めるとともに、インフルエ

ンザ予防接種の助成対象の拡大による

福利厚生の見直しを実施し、職員一人

ひとりが働きやすい職場づくりの実現

に取り組んだ。 

・超過勤務時間の推移（月平均） 

 令和４年度：33:29 

 令和５年度：31:49 

 令和６年度：28:42 

・産業医面談実施の推移（80 時間超実

施月） 

 令和４年度：延べ 19 名 

 令和５年度：延べ ６名 

 令和６年度：延べ １名 

【人事評価の実施・活用】 

・全職員（臨時職員も含む）の目標達
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成状況について、役員が直接コミット

する形で人事評価を実施するととも

に、人材育成にも活用することで職員

の成長を促し、機構業務のさらなる発

展に繋がった。また、出向元組織にフ

ィードバックする取組を継続的に実施

し、評価結果を処遇に反映するなどの

インセンティブに繋げていく。 

・上記取組を出向元である各会社に紹

介し、出向された職員の育成状況のフ

ィードバックを個別・具体的に行った

ことにより、各会社から取組に対する

高評価を得られた。 

 

②必要かつ適正な水準の常勤職員数に

より、業務を適切に実施した。 

 

③給与水準の適正化に向けた取組みに

ついて、「独立行政法人の役員の報酬

等及び職員の給与の水準の公表」によ

り、機構ホームページにて公表（令和

６年６月）を行った。 

  

 
４．その他参考情報 
特になし 
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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の令和５事業年度等の評価結果の主要な反映状況 

 

１．役員人事への反映について 

役員人事への反映 
中期目標に定められた目標について、中期計画に沿った年度計画を着実に実施し、主務大臣による令和５年度の評価結果が

「Ｂ」評定であったため、特段の反映を行っていない。 

 

２．法人の運営及び予算への反映について 

評価項目 令和５事業年度等の評価における主な指摘事項 令和６年度及び令和７年度の運営及び予算への反映状況 

国民に対して提供す

るサービスその他の

業務の質の向上に関

する事項 

 

【Ⅰ―１―⑤ 高速道路の更なる進化・改良】 

【令和５事業年度】＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

〇中長期的対策について、検討フローに基づき、引き続き、会社と

連携して取り組んでいく必要がある。 

 

〇令和６年度 年度計画並びに業務運営に反映。 

 

〇駐車マスの拡充等に要する土地の確保及び物流労働環

境改善に向けたシャワー施設の整備を図ることを目的と

して、既存の道路敷地と会社敷地を有効活用するための

実質的な土地交換の手続きを会社と連携して実施した。 

 

国民に対して提供す

るサービスその他の

業務の質の向上に関

する事項 

【Ⅰ―２―①②③ 会社との協定の締結等】 

【令和５事業年度】＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

〇管理費の計画値と実績値が乖離した場合、その要因を分析して適

正性を確認し、協定変更に反映していく必要がある。 

 

〇令和６年度 年度計画並びに業務運営に反映。 

 

〇令和５年度実績の交通量・収入の状況を踏まえて、当

面の交通量・収入の見直し、金融政策の変更や直近の金

利動向を踏まえて、将来金利（４％）までの調達金利を

見直した。 

 

〇当面の労務単価等上昇分を協定に反映し、会社の適切

な業務執行の支援を行った。 

国民に対して提供す

るサービスその他の

業務の質の向上に関

する事項 

【Ⅰ―２―⑥ 効率的な債務返済のための資金調達】 

【令和５事業年度】＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

〇支払利子の圧縮をより一層意識して、適切な調達年限の設定や調

達手段の選定を工夫していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇令和６年度 年度計画並びに業務運営に反映。 

 

〇令和６年度は、将来の長期的な資金収支の見通しに基

づき、①効率的な債務返済の観点から資金調達需要の谷

を埋めるとともに、②各年度の資金調達需要を平準化さ

せるよう発行計画を策定することで将来の金利動向によ

る支払利子への影響の軽減を図った。 

また、金利上昇局面に際し、将来の資金収支の見通しと

も整合するよう超長期債の発行を計画し、将来の借換え

時における金利上昇リスクの軽減を図った。 

上記に加え、令和７年度予算については、各会社とも調

整・協力し従来よりも精緻な長期的な資金収支見通しや
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収入増加の見込を踏まえて要調達額を見積もったうえ

で、金利上昇を受けた市場の動向への対応を意図し、超

長期年限を減らし中期年限を増やして全体の平均調達年

限を短期化することで環境に応じた調達年限のバランス

を柔軟に計画した。 

 

国民に対して提供す

るサービスその他の

業務の質の向上に関

する事項 

【Ⅰ―６ 道路整備特別措置法に基づく道路管理者の権限の代行その

他の業務】 

【令和５事業年度】＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

〇事務手続のあり方について継続的に点検を行い、道路管理事務の

効率化や利用者の利便向上につながるよう取り組む必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

〇令和６年度 年度計画並びに業務運営に反映。 

 

〇特殊車両通行許可における事務効率化については、引

き続き、事務手続のあり方について継続的に点検を行う

とともに、システム等を活用することにより、標準処理

期間の短縮に向けた取組等を継続し、申請者の負担軽減

と利便性向上を図った。 

 

〇自動軸重計を活用した指導取締りについては、引き続

き、車両制限令違反車両に対して警告書の発出等を行っ

た。 

 

国民に対して提供す

るサービスその他の

業務の質の向上に関

する事項 

【Ⅰ―８】本州四国連絡鉄道施設に係る業務 

【令和５事業年度】＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

〇引き続き、本州四国連絡高速道路株式会社の協力や独立行政法人

鉄道建設・運輸施設整備支援機構の交付金を得て必要な鉄道施設の

管理を実施するとともに耐震補強事業を着実に実施していく必要が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇令和６年度 年度計画並びに業務運営に反映。 

 

〇ＪＲ西日本及びＪＲ四国と締結した協定の管理区分に

基づき、機構が管理を行うこととなっている鉄道施設に

ついて、｢本州と四国を連絡する鉄道施設の管理に関す

る協定｣（基本協定）に基づき、「本州と四国を連絡する

鉄道施設の管理に係る委託料の額に関する令和６年度協

定」を締結し本州四国連絡高速道路株式会社に委託する

とともに、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機

構からの交付金を得て、ＪＲ四国に係る鉄道施設の改修

に必要な資金を負担することにより、管理を適切に行っ

た。 

 

〇本四備讃線（児島・宇多津間）の共用部鉄道専用施設

及び鉄道単独部における耐震補強事業については、耐震

補強工事を行うＪＲ四国との間で、基本的な枠組みを定

めた「本四備讃線（児島・宇多津間）の耐震補強工事に

関する協定」、「本四備讃線鉄道施設耐震補強工事（第２

期）の実施に関する施行協定書」に基づき、「本四備讃

線鉄道施設耐震補強工事（第２期）の実施に関する年度
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 協定書（令和６年度）」を締結し、着実に実施した。 

業務運営の効率化に

関する事項、財務内

容の改善に関する事

項及びその他業務運

営に関する重要事項

その他の事項 

 

【Ⅶ―９ 人事に関する事項】 

【令和５事業年度】＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

〇機構の業務に必要な能力・専門性の向上、ひいては機構の組織力

向上につながる取組を充実させる必要がある。 

〇令和６年度 年度計画並びに業務運営に反映。 

 

〇職員のスキル向上により、機構の組織能力の向上及び

出向期間中の能力向上が出向元から評価され、機構への

出向機会が有益かつ好循環となるよう人材育成に取り組

んだ。 

 

〇女性活躍の環境整備の促進、時差出勤の継続、リフレ

ッシュ Day の定時退社勧奨等を実施し、職員の一人ひと

りが働きやすい職場づくりの実現に向けて取り組んだ。 

 


